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ヘ

ヘ

へ

死
刑
判
決

の
具
体
的
量
刑
基
準

の
検
討

1
永
山
第

一
次
最
高
裁
判
決
以
後
の
判
決
を
素
材
に
し
て
ー

死
刑

の

一
般
的

量
刑
基
準

を
示
し
た
昭
和

五
八
年

の
永

山
判
決
以
後

の
判

決
を
検
討

し
た
結
果
、

以
下
の
よ
う
な
死
刑

の
具
体
的
な
量
刑
基

準
を
定
立
す
る

こ
と
が

で
き
た
。

し
か
し
、
心
中
事
件

に
関

す
る
死
刑
判
決
が
存
在
し

な

い
た
め
、

モ
の
量
刑
基
準
は
不

明

の
ま
ま

で
あ
る
。

①

無
期
懲
役

の
前
科

は
、
罪

種

。
被
殺
者

の
数

に
拘
ら
ず

死
刑

②

被
殺
者

三
名

以
上

の
場
合

は
、

原
則
死
刑

で
あ

り
、

極
め

て
例
外

的
な
ケ
ー

ス
に

お

い
て
の
み
死
刑

が
回
避
さ
れ
得
る

以
上

の
い
ず
れ

に
も
骸

当
し
な

い
楊
合

で
あ

り
、

か

つ
、

③

被
殺
者

一
名

で
は
、

「
重

い
前
科

の
な

い
被
告

人
が
、
悪

し
き
動
機
に
基
づ
き
、

と

り
わ

け
残
酷

な
方
法

で
計
画
的

に
殺
害
し

た
」

と

い
う
標
準
的
ケ
ー

ス
を
少
な

か
ら
ず

上
回
る
場

合

(
例
え
ば
バ

ラ
バ

ラ
殺

人

の
よ
う
な
群
を
抜

い
て
残
酷
な
殺

害
方
法

)
に
の
み
死
刑

④
被
殺
者

二
名

で
は
、

右

の
標
準
的

ケ
ー

ス
と

同
等
あ

る

い
は
そ
れ
を
上

回
る
場
合

に
死
刑

し
か
し
、

以
上

の
基

準
、

就
中
③
④

は
必
ず

し
も
安

定
的
と
は
言
え
ず
、
今
後

の
判

例

の
動
向

に
注

目
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

一
触

序

増8

本

弘

文

平
成
五
年
三
月
二
六
日
に
、
三
年
四
か
月
ぶ
り
に
死
刑
の
執
行
が
再
開
さ
れ
た

ハ
ユ

リ

の
を

一
つ
の
契
機
と
し
て
、
死
刑
の
存
廃
を
巡
る
議
論
が
活
発
に
展
開
さ
れ
て
い

る
覧
し
か
し
、
死
刑
制
度
を
論
じ
る
に
際
し
て
は
、
死
刑
の
存
廃
と
い
う
根
本
的

問
題
を
議
論
す
る
と
同
時
に
、

「ど
の
よ
う
な
事
例
に
死
刑
が
適
用
さ
れ
て
い
る

の
か
」
の
現
状
を
明
ら
か
に
し
、
そ
の
問
題
点
を
検
討
す
る
こ
と
が
必
要
不
可
欠

と
思
わ
れ
る
。

死
刑

の
量
刑
基
準
は
、
周
知
の
通
り
、
昭
和
五
八
年
永
山
第

一
次
最
高
裁
判
決

へリ
リ

(強
盗
囮
)
に
よ

っ
て
示
さ
れ
た
。
即
ち
、

死
刑
制
度
を
存
置
す
る
現
行
法
制
の
下
で
は
、
犯
行
の
罪
質
、
動
機
、
態
様

こ
と
に
殺
害
の
手
段
方
法
の
執
拗
性

・
残
虐
性
、
結
果
の
重
大
性
こ
と
に
殺

害
さ
れ
た
被
害
者
の
数
、
遣
族
の
被
害
感
情
、
社
会
的
影
響
、
犯
人
の
年
齢
、

前
科
、
犯
行
後
の
情
状
等
各
般
の
情
状
を
併
せ
考
察
し
た
と
き
、
そ
の
罪
責

が
誠
に
重
大
で
あ

っ
て
、
罪
刑
の
均
衡
の
見
地
か
ら
も

一
般
予
防
の
見
地
か

ら
も
極
刑
が
や
む
を
え
な
い
と
認
め
ら
れ
る
楊
合
に
は
、
死
刑
の
選
択
も
許

さ
れ
る
も
の
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

のリ
リ

最
近
の
死
刑
判
決
は
、
右
の
基
準
に
依
拠
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
が
、

こ
の
基

ハさ
り

準
は
、
.一
般
的
基
準
で
あ
り
、
そ
れ
故
に
、
抽
象
的
に
な
ら
ざ
る
を
得
ず
、
加
え
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豪

て
、
同

一
事
件
に
つ
き
審
級
に
よ
り
量
刑
が
分
か
れ
た
ケ
ー
ス
が
幾

つ
か
存
在
し

て
い
る
こ
と
を
も
考

え
併
せ
る
と
、

死
刑
の
量
刑
基
準
が

一
義
的
に
明
確
に
な

っ

た
と
は
言
い
難

い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

そ
こ
で
、
本
論
稿

で
は
、
永
山
判
決
以
後
の
判
決
例
を
対
象
に
し
て
、
判
例
の

ミ

へ

　

へ

死
刑
の
具
体
的
な
量
刑
基
準
を
検
討

・
定
立
し
、
そ

の
問
題
性
を
明
ら
か
に
す
る

こ
と
を
試
み
た
が
、
紙
数
の
制
約
上
、
か
な
り
要
約
的
な
も
の
と
な
ら
ざ
る
を
得

な
か

っ
た
。

な
お
、
死
刑
判
決
に
関
し
て
は
、
第
二
東
京
弁
護
士
会
の
貴
重
な
研
究
が
あ
驚

以
下
の
諸
判
決

の
幾

つ
か
の
詳
細
に

つ
い
て
は
、

こ
の
貴
重
な
研
究
を
参
考
に
さ

せ
て
戴
い
魅

一
■、
罪
種
毎
の
検
討

死
刑
の
量
刑
基
準
の
検
討
に
入
る
が
、
死
刑
の
量
刑
基
準
は
、
罪
種

(質
)
毎

に
検
討
さ
れ
る
こ
と
が
多
亀

本
論
稿

で
も
、
ま
ず
罪
種
毎
、
即
ち
、
単
純
殺
人

・

強
盗
殺
人

・
強
姦
殺
人

・
身
代
金
誘
拐
殺
人

(従

っ
て
単
純
殺
人
と
は
後
三
者
以

外
の
殺
人
と
い
う
意
味
で
あ
る
)
の
順
序

で
検
討
を
行
う
こ
と
に
す
る
が
、
各
罪

種

へ
の
分
類
は
、
形
式
的
観
点

(罪
名
)
だ
け
で
な
く
、
実
質
的
観
点
を
加
味
あ

る
い
は
重
視
し
た
。
検
討
の
対
象
と
し
て
は
、
主
に
死
刑
判
決
と
無
期
懲
役
判
決

を
と
り
あ
げ
た
、
な
ぜ
な
ら
ば
、
死
刑
と
無
期
懲
役
の
境
界
線
を
検
討
す
る
こ
と

が
、
死
刑
の
具
体
的
量
刑
基
準
を
明
ら
か
に
す
る
最
善

の
方
策
と
考
え
た
か
ら
で

あ
る
。
ま
た
、
検
討
の
進
め
方
と
し
て
は
、
紙
数
の
制
限
も
あ

っ
て
、
永
山
判
決

の
述
べ
る
順
序
に
従

っ
て
全
て
の
要
素
を
網
羅
的
に
と
り
あ
げ
る
の
で
は
な
く
、

量
刑
に
お
け
る
重
要
性
に
応
じ
る
順
序

で
選
択
的
に
検
討
す
る
方
法
を
と

っ
た
。

最
後
に
、
共
犯
事
件

に
つ
い
て
は
、

や
は
り
紙
数
の
制
約
上
、
原
則
と
し
て
、
最

ハリ
リ

も
重
い
量
刑
の
み
を
と
り
あ
げ
る
こ
と
に
し
た
。

日

単
純
殺
人

ω

結
果
の
重
大
性

(被
殺
者
の
数
)
と
量
刑

単
純
殺
人
を
、
被
殺
者
の
数
と
量
刑
の
観
点
か
ら
分
類
す
る
と
次
の
よ
う
に
な

る
。
な
お
、

こ
こ
で
は
、
有
期
懲
役
の
判
決
例
も
と
り
あ
げ
た
が
、
そ
れ
は
、
結

果
の
重
大
性
か
ら
考
え
る
と
、
む
し
ろ
死
刑
、
少
な
く
と
も
、
無
期
懲
役
と
思
わ

れ
る
四
名
殺
害
の
ケ
ー
ス
で
あ

っ
て
、
死
刑
の
量
刑
基
準
を
検
討
す
る
に
あ
た

っ

て
有
益
な
材
料
を
提
供
す
る
も
の
と
考
え
た
か
ら
で
あ
稔

判
決
例
に
は
、
簡
単

な
説
明
を
加
え
て
お
い
た
、
①
動
機
②
殺
害
方
法

(重
大
な
余
罪
が
あ
る
楊
合
に

は
記
し
て
お
い
た
)
③

(殺
害
の
点
に
関
す
る
)
計
画
性
の
有
無
④
前
科
で
あ
る
。

ま
た
、
審
級
に
よ
り
量
刑
が
異
な

っ
た
揚
合
は

「
異
」
、
同

一
の
場
合
は

「
同
」

と
記
し
て
お
い
た
。

(被
殺
者

一
名
無
期
懲
役
)

国
高
松
高
裁
平
五
年
七
月
二
二
日
判
決

・
判
時

一
四
七
四
号

一
四
七
頁

(回

の
控
訴
審

・
異
)
①
怨
恨
②
ダ
イ
ナ

マ
イ
ト
に
よ
る

一
名
殺
害
四
名
両
眼

失
明
等
の
重
傷
③
未
必
の
故
意
④
窃
盗
懲
役

一
年
六
月

(執
行
猶
予
)
。

業
務
上
過
失
傷
害
罰
金
二
万
円

(被
殺
者

一
名
死
刑
)

回
最
高
裁
第
三
小
法
廷
平
元
年
三
月
二
八
日
判
決

・
刑
事

二
五

一
号
四

=
二

頁
①
保
険
金
騙
取
②
第

一
犯
行
殺
人
予
備
は
、
輩
下
の
暴
力
団
員
と
も
共

謀
の
上
、
会
社
役
員
を
三
回
に
渡
り
溺
死
さ
せ
よ
う
と
し
た
が
失
敗
。
第

二
犯
行
殺
人
未
遂
は
、
暴
力
団
会
長
ら
と
共
謀
し
別
の
会
社
役
員
を
櫟
殺

し
よ
う
と
企
て
、
暴
力
団
員
に
実
行
さ
せ
た
が
重
傷
を
負
わ
せ
た
に
と
ど

ま
る
。
第
三
犯
行
殺
人
は
、
暴
力
団
幹
部
と
共
謀
し
、
さ
ら
に
別
の
役
員

を
誘
い
出
し
て
車
に
乗
せ
、
絞
殺

の
上
死
体
を
遺
棄
③
有
④
有

(詳
細
不

明
)

回
松
山
地
裁
平
二
年

二

月
八
日
判
決

・
判
時

一
四
七
四
号

一
五
七
頁

(回

の
原
審

・
異
)
①
②
③
④
同
回
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(被
殺
者
二
名
無
期
懲
役
)

囚
甲
府
地
裁
昭
六
三
年
二
月
九
日
判
決

・
判
タ
六
九
三
号
二
四
〇
頁

(国
の

原
審

・
同
)
①
恋
慕
②
刺
身
包
丁
に
よ
り

一
名
に
傷
害
を
負
わ
せ
た
後
、

ガ
ソ
リ
ソ
を
ま
い
て
二
名
焼
殺
二
名
重
傷
③
未
必
の
故
意
④
女
性
に
対
す

る
異
常
な
執
着
心
か
ら
の
懲
役
が
三
回

(殺
人
と
い
う
名
の
つ
く
犯
罪
は

今
回
が
三
回
目
で
、
し
か
も
出
所
後
四
ケ
月
の
犯
行
)

固
東
京
高
裁
昭
六
三
年

一
一
月
二
八
日
判
決

・
判
タ
六
九
三
号
二
三
四
頁

(囚
の
控
訴
審

・
同
)
①
②
③
④
同
囚

固
福
岡
高
裁
平
一
一年
九
月
五
日
判
決

・
判
タ
七
四
一
号
一一一二
〇
頁
①
激
高
②

両
親
を
電
気
コ
ー
ド
で
絞
殺
後
浴
槽
内
に
死
体
を
隠
匿
③
無
④
無

団
東
京
高
裁
平
三
年

一
〇
月
二
二
日
判
決

・
判
時

一
四
二
二
号

一
四
二
頁

(回
の
控
訴
審

。
異
)
①
恋
慕
②
包
丁
で
二
名
殺
害
三
名
重
傷
③
無
④
多

数
の
懲
役
刑
や
罰
金
刑
有
。
な
お
、
本
判
決
に
つ
い
て
は
、
拙
稿

「
判
例

研
究

・
二
人
殺
害
三
人
重
傷
の
事
案
に
つ
き

一
審
で
死
刑
二
審
で
無
期
懲

役
が
言
渡
さ
れ
た
事
例
」
甲
南
法
学
第
三
四
巻
第

一
号

(平
成
五
年
九
月
)

七
九
頁
以
下
参
照

(被
殺
者
二
名
死
刑
)

回
最
高
裁
第
二
小
法
廷
昭
五
九
年
四
月
二
七
日
判
決

・
判
時

一
一
一
五
号

一

三
四
頁

(共
犯
両
名
死
刑
)
①
金
②
短
期
間
内
に
二
人
を
次
々
と
絞
殺
し

て
土
中
に
埋
め
る
③
有
④
?

回
甲
府
地
裁
昭
六
二
年
七
月
六
日
判
決

・
判
時

一
二
四
九
号

=
一三

頁
①
口

封
じ
②
第

一
犯
行
殺
人
は
老
女
を
緊
迫
し
た
上
浴
槽
内
に
て
溺
死
さ
せ
た
。

第
二
犯
行
殺
人
は
、
第

一
犯
行
の
陛
か
五
日
後
殺
人
ゲ
ー
ム
を
楽
し
む
よ

う
に
被
害
者
を
も
て
遊
ん
だ
上
、
緊
迫
し
て
浴
槽
内
に
て
溺
死
さ
せ
た
③

無
④
六
犯
あ
る
が
懲
役
の
実
刑
の
前
科
は
無

回
札
幌
高
裁
昭
六
三
年

一
月
一二

日
判
決

・
判
時

一
二
八

一
号
二
二
頁
①
革

命
の
た
め
の
爆
弾
闘
争
②
北
海
道
庁
に
爆
弾
を
し
か
け
二
名
殺
害
八

一
名

に
重
軽
傷
を
負
わ
せ
る
③
有
④
?

回
新
潟
地
裁
昭
六
三
年
三
月
三
〇
日
判
決

・
判
時

一
四
二
二
号

一
四
八
頁

(回
の
原
審

・
異
)
①
金
銭
②
同
回
③
有
④
同
回

國
最
高
裁
第

一
小
法
廷
平
三
年

一
月
三

一
日
判
決

・
刑
事
二
五
七
号

一
五
五

頁
①
第

一
犯
行
嫉
妬
か
ら
の
増
悪
と
金
。
第
二
犯
行
同
情
と
金
②
第

一.犯

行
殺
人
は
就
寝
中
の
夫
を
ガ
ス
中
毒
に
よ
り
殺
害
。
第
二
犯
行
殺
人
は
睡

眠
薬
を
飲
ま
せ
た
後
絞
殺
③
有
④
?

国
最
高
裁
第

一
小
法
廷
平
四
年

一
月
三
〇
日
判
決

・
判
時

一
四

一
二
号

一
四

五
頁
①
激
高
②
両
親
を
登
山
ナ
イ
フ
で
滅
多
突
き
に
し
て
殺
害
し
た
上
、

犯
跡
隠
蔽
の
た
め
、
死
体
に
重
り
を
付
け
て
海
中
に
投
棄
③
無
④
無

(被
殺
者
三
名
死
刑
)

国
福
岡
高
裁
昭
五
九
年
九
月
四
日
判
決
・
判
時

=

三
一
号
二
七
頁
①
保
険

金
騙
取
②
海
中

へ
の
自
動
車
転
落
事
故
を
装
っ
て
妻
と
子
供
合
計
三
名
を

溺
死
さ
せ
る
③
右
④

恐
喝

・
放
火

・
強
姦
致
傷
等
で
服
役
。
恐
喝
未
遂
懲

役
六
月
上
訴
保
釈
中
の
犯
行

国
東
京
高
裁
昭
五
九
年

一
二
月

一
入
日
判
決

・
判
時

=
二
六
七
号

=
二
八
頁

(囮
の
原
審

・
同
)
①
激
高
②
鋭
利
な
刃
物
で
次
々
と
三
名
殺
害
③
無
④

窃
盗

囮
最
高
裁
第
三
小
法
廷
平
二
年

一
〇
月

一
六
日
判
決

・
判
時

一
三
六
七
号

一

三
八
頁

(圖
の
上
告
審

・
同
)
①
②
③
④
同
囮

囮
最
高
裁
第
二
小
法
廷
昭
六
〇
年
四
月
二
六
日
判
決

。
刑
事
一
一一二
号
二
九
九

頁
①
恋
慕
と
激
高
②
包
丁
に
よ
る
刺
殺
③
愛
人

一
名
に
つ
い
て
の
み
有
④

業
務
上
過
失
致
死
罰
金

国
最
高
裁
第
三
小
法
廷
昭
六
三
年
三
月
八
日
判
決

。
刑
事
二
四
八
号
五
四
五

頁
①
保
険
金
騙
取
②
第

一
犯
行
殺
人
は
、
睡
眠
薬
で
眠
ら
せ
溺
死
さ
せ
る
。

第
二
犯
行
殺
人
は
、
シ
ソ
ナ
:
吸
引
で
寝
込
ん
で
い
た
被
害
者
を
溺
死
さ

ぜ
る
。
第
三
犯
行
殺
人
は
、
ダ
ソ
プ
カ
ー
の
下
に
も
ぐ
ら
せ
て
櫟
殺
③
有
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④
窃
盗
に
よ
り
計

一
〇
回
合
算
二
三
年

一
〇
月
の
懲
役
刑

国
最
高
裁
第
三
小
法
廷
平
元

一
〇
月

一
三
日
判
決

・
刑
事
二
五
三
号
一
頁
①

第

一
犯
行
恋
慕
。
第
二
犯
行
覚
醒
剤
の
代
金
を
巡
る
ト
ラ
ブ
ル
。
第
三
犯

行
経
営
上
の
不
満
と
経
営
の
独
占
②
犯
行
は
全
て
他
人
に
報
酬
を
与
え
て

殺
害
さ
せ
た
も
の
で
あ
る
。
第

一
犯
行
殺
人
は
刺
殺
の
上
土
中
に
埋
め
る
。

第
二
犯
行
殺
人
は
、
金
の
あ
り
か
を
知
る
た
め
拷
問
を
加
え
た
が
、
被
害

者
が
応
じ
な
か
っ
た
の
で
絞
殺
し
、
穴
に
投
げ
入
れ
塩
酸
を
振
り
か
け
た

上
埋
め
る
。
第
三
犯
行
殺
人
は
、
失
神
さ
せ
た
上
絞
殺
③
有
④
道
路
運
送

法
や
傷
害
に
よ
る
罰
金
刑

國
最
高
裁
第
二
小
法
廷
平
元
年

一
一
月
二
〇
日
判
決

・
刑
事
二
五
三
号
五
五

五
頁
①
怨
恨
②
日
本
刀
で
次
々
と
惨
殺
③
右
④

無

図
高
松
高
裁
平
元
年

一
一
月
二
八
日
判
決

・
判
タ
七
一
=

号
二
一二
七
頁
①
激

高
②
至
近
距
離
か
ら
散
弾
銃
で
三
名
射
殺

一
名
傷
害
③
無
④
交
通
事
犯
罰

金
刑

(被
殺
者
四
名
懲
役

一
五
年
)

國
広
島
地
裁
福
山
支
部
昭
六
〇
年
五
月
入
日
判
決

・
判
タ
五
九
六
号
八
六
頁

(國
の
原
審

・
異
)
①
サ
ラ
金
苦
の

一
家
心
中
②
三
名
絞
殺

一
名
包
丁
で

刺
し
た
上
絞
殺
③
有
④
無

(被
殺
者
四
名
懲
役
二
〇
年
)

国
広
島
高
裁
昭
六
〇
年

=

一月
二
四
日
判
決

・
判
タ
五
九
六
号
八

一
頁

(國

の
控
訴
審

・
異
)
①
②
③
④
同
國

(被
殺
者
四
名
無
期
懲
役
)

図
東
京
地
裁
昭
六
三
年
三
月

一
八
日
判
決
・
判
時

噌
二
八
八
号

一
四
八
頁
①

激
高
②
絞
殺
後
放
火
③
無
④
無

(被
殺
者
四
名
死
刑
)

囮
札
幌
高
裁
昭
六
二
年
五
月

一
九
日
判
決
・
判
タ
六
五
一
号
二
三

一
頁
①
激

高
②
ラ
イ
フ
ル
で
至
近
距
離
か
ら
発
砲
し
て
四
名
殺
害
③
無
④
無

(被
殺
者
五
名
無
期
懲
役
)

囲
一盛
岡
地
裁
平
二
年

一
一
月

一
六
日
判
決

・
判
時

一
四
七
四
号

一
五
二
頁

　

　

ヘ

へ

(國

の
原
審

・
異
)
①
離
婚
を
苦
に
し
て
の

一
家
心
中
②
就
寝
中
の
家
族

五
名
を
包
丁
に
よ
り
殺
害
③
無
④
道
交
法
違
反
罰
金
刑

(被
殺
者
五
名
死
刑
)

國
仙
台
高
裁
平
四
年
六
月
四
日
判
決

・
判
時

一
四
七
四
号

一
四
七
頁

(國
の

控
訴
審

・
異
)
①
離
婚
を
苦
に
し
て
の
殺
害
②
③
④
同
囮

(判
時
11
判
例
時
報
、
判
タ
距
判
例
タ
イ
ム
ズ
、
刑
事
ー
最
高
裁
判
所
裁
判
集

刑
事
)

右
の
分
類
か
ら
明
ら
か
な
よ
う
に
、
単
純
殺
人
の
場
合
、
量
刑
に
極
め
て
ぱ
ら

つ
き
が
あ
る
。
そ
れ
は
、
単
純
殺
人
が
、
動
機
を
は
じ
め
と
し
て
、
事
案
が
非
常

に
多
様

で
あ
る
こ
と
か
ら
す
る
と
当
然
と
言
え
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
最

近
三
つ
の
事
件
に
お
い
て
、
審
級
に
よ

っ
て
死
刑
と
無
期
懲
役
と
に
量
刑
が
分
か

れ
た
こ
と
か
ら
考
え
る
と
、
量
刑
の
ぱ
ら

つ
き
は
、
事
案
の
多
様
性
に
の
み
由
来

す
る
と
言
う
こ
と
は
で
き
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

結
果

の
重
大
性
と
量
刑
の
対
応
関
係
か
ら
ま
ず
問
題
と
な
る
の
が
、
回
回
、
並

び
に
、
囲
函
國
函

で
あ
ろ
う
。

ま
ず
最
初
に
回
回
で
あ
る
が
、
回
に
は
殺
人
と
名
の
つ
く
重
大
な
余
罪
が
あ
る

こ
と
、
回
は
四
名
に
重
傷
を
負
わ
せ
て
い
る
こ
と
か
ら
考
え
る
と
、
純
然
た
る
被

殺
者

一
名
の
事
件
に
お
い
て
死
刑
が
科
さ
れ
た
ケ
ー
ス
は
見
当
た
ら
な
か

っ
た
と

言
わ
ざ
る
を
得
な
い
で
あ
ろ
う
。

他
方
、
國
困
国
囮
は
、
い
ず
れ
も
家
庭
内
の
事
件
で
あ
り
、
國
国
囮
は

一
家
心

中
事
件

で
あ
る
。
國
は
、
こ
の
点
を
捉
え
て
、

「
自
ら
の
死
を
決
意
す
る
と
共
に

家
族
を
も
道
連
れ
に
し
よ
う
と
し
た
い
わ
ば
無
理
心
中
の
事
件
で
あ
り
、
ど
ち
ら

か
と
い
え
ぱ
、
被
告
人
の
反
社
会
性
と
い
う
よ
り
非
社
会
的
な
不
適
応
性
が
表
面

に
浮
か
び
上
が
る
事
件
で
あ
る
こ
と
も
否
定
で
き
な
い
。
通
常
死
刑
の
対
象
と
な

る
こ
と
が
多
い
強
盗
殺
人
、
強
姦
殺
人
あ
る
い
は
誘
拐
殺
人
な
ど
の
よ
う
に
、
共
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同
社
会
に
正
面
か
ら
敵
対
す
る
犯
人

の
強
固
な
犯
罪
性
が
示
さ
れ
、

一
般
社
会
が

同
種
再
犯
の
危
険
に
お
の
の
く
よ
う
な
凶
悪
な
犯
罪
と
は
類
型
を
著
し
く
異
に
す

る
と
こ
ろ
が
あ
る
こ
と
は
否
め
な
い
の
で
あ
る
」
と
述
ぺ
て
い
る
。
も

っ
と
も
、

國
は
本
件
が
無
理
心
中

の
事
例
で
は
な
い
と
し
て
、
図
を
破
棄
し
死
刑
を
選
択
し

た
の
で
あ
る
が
、
逆
に
言
う
と
、
無
理
心
中
の
事
例
と
理
解
さ
れ
さ
え
す
れ
ば
、

特
殊
な
軽
い
量
刑
基
準
が
適
用
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

事
実
、

一
家
心
中
事
件
と
さ
れ
た
も

の
で
、
死
刑
を
科
せ
ら
れ
た
ケ
ー
ス
は
見
当

た
ら
な
か

っ
た
。

次

に
、
図
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
、

一
家
心
中
事
件
で
は
な
い
が
、
家
族
を
被
害

者
と
す
る
事
件

で
あ
り
、
従
来
の
生
活
態
度
を
は
じ
め
と
し
て
全
く
問
題
の
な
か

っ

た
被
告
人
が
、
被
害
者
た
る
身
内
の
極
め
て
不
用
意
な
発
言
に
よ
り
激
高
し
四
名

を
殺
害
し
た
と
い
う
偶
発
的
な
事
件

で
あ
る
。
家
庭
内

の
犯
行
と
い
う
意
味
で
、

さ
ら
に
参
考
に
な
る
の
が
両
親
殺
害

の
回

で
あ
る
。
固
は
、
被
告
人
の
犯
罪
性
に

関
し
、

「
被
告
人
が

こ
れ
ま
で
迷
惑
を
及
ぼ
し
た
相
手
は
、

い
ず
れ
も
被
告
人
に

対
し
愛
情
や
好
意
を
抱

い
て
い
た
者

で
あ

っ
て
、
そ
の
愛
情
や
好
意
を
裏
切

っ
た

と
い
う
意
味
で
は
背
信
的
で
あ
る
に
し

て
も
、
そ
こ
に
は
被
告
人
の
こ
れ
ら
の
者

ら
に
対
す
る
甘
え
も
み
て
と
れ
る
の
で
あ
り
、
自
ら

の
利
己
的
な
目
的
実
現
の
た

め
、
全
く
の
第
三
者
に
害
を
及
ぼ
す
よ
う
な
反
社
会
性
ま
で
は
な
か
っ
た
こ
と
は
、

被
告
人
に
こ
れ
ま
で
前
科
が
な
か
っ
た
こ
と
に
も
表
れ

て
い
る
」
と
判
示
し
た
。

右
の
こ
と
か
ら
考
え
る
と
、
家
庭
内

の
犯
行
は
、
特
殊
な
事
情
が
存
在
す
る
こ

と
が
あ
る
こ
と
な
ど
か
ら
、

「
非
社
会
性
」
と
い
う
特
別
の
観
点
が
加
え
ら
れ
て

い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

最
後
に
、
結

果
の
重
大
性
に
つ
い
て
今

一
つ
重
要
な
の
は
、
判
決
例
が
、
複
数

殺
人
の
場
合
、
機
会
を
異
に
す
る
複
数
犯
行
を
よ
り
凶
悪
と
理
解
し
て
い
る
と
思

わ
れ
る
点
で
あ
る
。
即
ち
、
回
は
、

一
か
所
に
い
る
二
人
を
同

一
の
機
会
に
殺
害

し
た
の
で
は
な
く
、
わ
ず
か
六
日
の
間
に
連
続
し
て
二
人
を
殺
害
し
た
点
を
特
に

指
摘
し
た
上
で
、

「許
し
難
い
凶
悪

な
犯
行
」
と
結
論
付
け
て
い
る
。
ま
た
、
弁

護
士
会

の
既
述
の
研
究
に
よ
れ
ば
、
國
の
原
審
は

「
『
二
個
の
殺
人
行
為
の
間
に

数
年
と
い
う
時
の
経
過
が
存
す
る
こ
と
が
却

っ
て
、
激
情

に
か
ら
れ
あ
る
い
は
特

異
な
心
理
状
態

の
下
に
複
数

の
殺
人
を
反
復
し
た
事
案
に
比
し
、
犯
人
の
悪
性
の

強
さ
を
窺
わ
せ
る
。
』
と
判
断
し
て
い
る
」
と
記
し
て
い
る
。
六
日
間
と
数
年
間

と
い
う
期
間
の
長
短
の
問
題
は
別
と
し
て
、
判
例
は
、
機
会
を
異
に
す
る
複
数
人

の
殺
害
は
、

一
つ
の
機
会
で
の
複
数
殺
人
と
比
較
し
て
、
悪
質
性
が
高
い
と
理
解

し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

ω

動

機

こ
の
類
型
の
犯
罪
の
動
機
は
実
に
様
々
で
あ
る
。
そ
の
中
に
あ

っ
て
、
裁
判
所

が
動
機
に
対
し

一
定
の
理
解
を
示
し
た
も
の
と
し
て
、
回
固
回
國
国
囮
を
あ
げ
る

こ
と
が
で
き
る
。
ま
ず
、
回
固
回
國
を
要
約
し
て
み
る
と
、
怨
恨
か
ら
の
報
復

・

激
高

・
恋
慕
の
情
の
下
に
行
わ
れ
た
事
案
は
、
ダ
イ
ナ
マ
イ
ト
を
用
い
て
不
特
定

多
数
の
者
を
無
差
別
に
殺
傷
す
る
こ
と
を
企
画
し
た
事
案
や
、
利
欲
や
情
欲
の
満

足
あ
る
い
は
罪
証
浬
滅

の
目
的
な
ど
の

「
そ
れ
自
体
で
よ
り
悪
質
と
認
め
ら
れ
る

動
機
」

の
下
に
行
わ
れ
た
事
案
と
は
、
い
さ
さ
か
犯
情
を
異
に
す
る
こ
と
に
な
る
。

も

っ
と
も
、
こ
の
種
の
動
機
が
常
に
悪
質
性
が
低
い
と
理
解
さ
れ
て
い
る
わ
け

で
は
な
い
。
ま
ず
最
初
に
、
怨
恨
の
回
囮
で
あ
る
が
、
回
の
原
審
で
あ
る
回
は
、

そ
の
動
機
を

「格
別
配
慮
す
べ
き
も
の
は
な
い
」
と
の
立
場
を
と

っ
て
お
り
、
ま

た
、
図
は

「
い
ず
れ
も
被
告
人
の
特
異
な
価
値
判
断
に
基
づ
く
極
め
て
自
己
中
心

的
、
独
善
的
な
も
の
で
あ
り
、
酌
量
の
余
地
の
な
い
も
の
で
あ
る
」
と
判
示
し
て

い
る
。
さ
ら
に
、
恋
慕
の
情
に
つ
い
て
、
固
は
、

「
全
く
自
己
中
心
的
な
も
の
で

あ

っ
て
同
情
の
余
地
は
な
い
」
と
し
て
い
る
。

思
う
に
、
怨
恨

・
恋
慕
の
情

・
激
高
等
の
動
機
は
、

(時
に
は
長
期
に
渡
る
)

親
密
な
人
間
関
係

の
中
で
形
成
さ
れ
る
こ
と
が
稀
で
は
な
く
、
従

っ
て
、
こ
の
種

の
動
機

の
場
合
、
被
害
者
の
落
度
あ
る
言
動
が
、
被
告
人
を
し

て
、
犯
罪
の
実
行

を
決
意
せ
し
め
る
ケ
ー
ス
が
あ
る
こ
と
も
否
定
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。
事
実
、
国

囮
は
、
ま
さ
し
く
こ
の
よ
う
な
ケ
ー
ス
で
あ
り
、
両
判
決
と
も
に
、
被
害
者
に
も
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落
度
が
あ

っ
た
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。

以
上
の
こ
と
か
ら
考
え
る
と
、

「
怨
恨
等
の
動
機
11
悪
質
性
が
低
い
」
の
で
は

な
く
、
こ
の
種
の
動
機

の
場
合
、
被
害
者

に
も
落
度

の
あ
る
ケ
ー

ス
が
少
な
か
ら

ず
存
在
し
、
そ
れ
が
動
機
の
悪
質
性

を
低
減
さ
せ
る
と
結
諭
付
け
る
こ
と
が
で
き

る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
も

っ
と
も
、
激
高

の
場
合
は
、
殺
害
方
法
が
群
を
抜
い
て

残
酷
に
な
る
囮
國
囮
、
あ
る
い
は
、
被
害
者
の
数
が
多
く
な
る

(
三
名
以
上
)
傾

向
が
あ
り
国
囮
國
囮
、
そ
れ
故
に
、
被
害
者
に
落
度
の
あ
る
場
合
で
あ

っ
て
も
、

必
ず
し
も
、
量
刑
が
軽
く
な
る
と
は
限
ら
な
い
と
言
え
よ
う
。

最
後
に
、
動
機
に
関
し
最
も
問
題
と
な
る
の
は
、
動
機
は
内
心
の
事
象
で
あ
り
、

か

つ
、

「
複
雑
な
人
間
関
係
の
中
で
形
成
さ
れ
た
怨
恨
等
に
関
し
、
被
害
者
に
ど

の
程
度

の
責
任
を
認
め
得
る
か
」
の
評
価

に
は
困
難
が
伴
わ
ざ
る
を
得
な
い
と
い

う
点
で
あ
る
。
事
実
、
動
機

に
関
す

る
評
価
が
異
な

っ
た
ケ
ー
ス
が
幾

つ
か
存
在

し
て
お
り
国
回

・
回
回
、
そ
こ
で
は
、
動
機
の
評
価
の
違
い
が
、
死
刑
と
無
期
懲

役
と
を
分
か
つ
一
つ
の
重
要
な
要
素

と
な

っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

紛

犯
行
の
態
様

(殺
害
方
法

の
執
拗
性

・
残
虐
性
)

殺
害
方
法
の
残
酷
性
に
関
し
参
考

と
な
る
の
が
回
で
あ
る
。
即
ち
、
団
は
、

一

方
で
、
殺
害
方
法
そ
の
も
の
に
関
し
、
①
刃
物
を
用
い
て
多
数
回
突
き
刺
す
、
②

鈍
器
を
用
い
て
頭
部
顔
面
等
を
何
度
も
殴
打
す
る
、
③
ガ
ソ
リ
ソ
等
を
か
け
て
焼

殺
す
る
。
他
方
に
お
い
て
、
死
体
の
処
置
方
法
に
関
し
、
①
海
中

に
投
棄
す
る
、

②
土
中
に
埋
め
る
、
③
切
り
刻
む
、
等
を

「
と
り
わ
け
残
酷
な
」
ケ
ー

ス
と
し
た

上
で
、
固
の
殺
害
及
び
死
体
処
置
の
方
法
を

「
と
り
わ
け
残
酷
」
と
は
言
え
な
い

と
し
て
、
当
該
犯
行
態
様
を
被
告
人

に
有
利
な
事
情
と
理
解
し
た
。
も

っ
と
も
、

こ
の
基
準
か
ら
判
断
す
る
と
、
回
以
外
の
全
て
の
事
件
は
、

「
と
り
わ
け
残
酷
」

と
評
価
せ
ざ
る
を
得
ず
、
事
実
、
裁
判
所
が
犯
行
態
様
を
被
告
人
に
有
利
な
事
情

と
し
た
ケ
ー
ス
は
見
当
た
ら
な
か
っ
た

に
も
拘
わ
ら
ず
、
死
刑
が
適
用
さ
れ
な
か

っ

た
ケ
ー

ス
が
数
多
く
存
在
し
て
い
る
こ
と
か
ら
考
え
る
と
、
犯
行
態
様
が
死
刑
の

量
刑
に
対
し
ど
の
程
度
の
影
響
力
を
有
し
て
い
る
か
は
必
ず
し
も
明
か
で
は
な
い
。

し
か
し
な
が
ら
、
少
な
く
と
も
以
下
の
群
を
抜
い
て
残
酷
な
殺
害
方
法
は
、
死
刑

の
選
択
に
極
め
て
重
要
な
影
響
を
及
ぼ
し
た
と
思
わ
れ
る
。

第

一
は
回

で
あ
る
。
回
と
圖
は
、
両
親
殺
害

・
激
高

・
計
画
性
無

・
余
罪
前
科

無
、
等
極
め
て
類
似
す
る
事
件
で
あ
り
、
殺
害
方
法
以
外
に
さ
し
た
る
相
違
点
を

見

つ
け
る
こ
と
は
で
き
な
か

っ
た
。
即
ち
、
囮
は
、
殺
害
方
法
自
体
は
勿
諭
の
こ

と
、
死
体
の
処
置
方
法
か
ら
考
え
る
と
、
群
を
抜
い
て
残
酷
な
ケ
ー
ス
と
評
価
せ

ざ
る
を
得
ず
、
そ
の
点
が
、

(家
庭
内
の
犯
行
と
い
う
特
殊
事
情
に
も
拘
ら
ず
)

死
刑
を
選
択
さ
せ
た
と
思
わ
れ
る
。

第
二
は
既
述
の
回

で
あ
る
。
回
は
、
そ
の
殺
害
方
法
に
関
し
、

「
こ
の
種
爆
発

物
事
件
に
対
し
て
は

一
般
予
防
の
見
地
か
ら
も
厳
重
な
処
罰
が
必
要
で
あ
る
」
と

判
示
し
て
お
り
、
爆
発
物
に
よ
る
殺
害
と
い
う
犯
行
形
態
が
、

(
一
般
予
防
と
い

う
要
素
を
経
由
し
つ
つ
)
死
刑
選
択
に
重
大
な
彰
響
を
及
ぼ
し
た
こ
と
は
否
定
で

き
な
い
で
あ
ろ
う
。

最
後
は
回
で
あ
る
。
回
は
、
計
画
性
無
に
も
拘
ら
ず
死
刑
が
科
さ
れ
た
ケ
ー
ス

で
あ
る
が
、
そ
こ
で
は
、
殺
人
ゲ
!
ム
を
楽
し
む
と
い
う
群
を
抜
く
残
酷
な
殺
害

方
法
が
、
死
刑
を
選
択
さ
せ
た
と
思
わ
れ
る
。

以
上
の
よ
う
に
、
殺
害
方
法
が

「と
り
わ
け
残
酷
な
」
ケ
ー

ス
が
殆
ど
で
あ
る

に
も
拘
ら
ず
、
群
を
抜
い
て
残
酷
な
殺
害
方
法
は
、
や
は
り
、
死
刑
選
択

に
極
め

て
重
要
な
影
響
を
与
え
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

ω

計

画

性

計
画
性
は
、
永
山
判
決
に
よ

っ
て
列
挙
さ
れ
な
か

っ
た
が
、
そ
の
後
の
判
決
例

の
中

で
、
量
刑
に
際
し
て
考
慮
さ
れ
て
い
る
要
素
で
あ
稔

計
画
性
の
有
無
を
論
じ
る
に
つ
い
て
は
、
ま
ず
最
初
に
、
そ
の
基
準
を
明
ら
か

に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
即
ち
、
計
画
性
の
有
無
に
は
程
度
が
あ

っ

て
、
犯
行
現
場
で
初
め
て
殺
意
を
生
じ
た
場
合
か
ら
、
凶
器
を
準
備
す
る
な
ど
極

め
て
用
意
周
到
な
準
備
が
行
わ
れ
た
場
合
ま
で
、
様
々
な
ケ
ー
ス
が
考
え
ら
れ
得

る
の
で
あ
り
、
ど
の
程
度
の
計
画
性
を
も

っ
て
計
画
性
有
と
し
て
、
被
告
人
に
不
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利
な
事
情
と
な
し
得
る
か
で
あ
る
。

こ
の
点
に
関
し
参
考
と
な
る
の
が
回
回

で
あ
る
。
ま
ず
回
は
、
愛
人
と
よ
り
を

戻
そ
う
と
考
え
た
被
告
人
が
、
も
し
そ
の
頼
み
が
拒
絶
さ
れ
れ
ば
、
愛
人
を
殺
害

し
よ
う
と
考
え
、
柳
場
包
丁
と
金
槌
を
準
備
し
て
、
愛
人
宅
に
赴
い
た
が
、
愛
人

が
子
供
と
と
も
に
実
家
に
身
を
寄
せ
て

い
た
た
め
、
実
家
に
押
入

っ
て
愛
人
を
殺

害
す
る
こ
と
を
決
意
し
、
も
し
妨
害
さ
れ
た
場
合
に
は
、
愛
人
の
親
族
を
も
殺
害

す
る
つ
も
り
で
実
家
に
押
し
入

っ
た
と

い
う
も
の
で
あ
る
。
回
は
、
こ
れ
に
対
し
、

「
あ
る
程
度

の
計
画
性
は
認
め
ら
れ
る
も
の
の
、
本
件
は
、
同
女
に
対
す
る
強
い

未
練
と
そ
の
た
め
の
憎
悪
に
よ
る
感
情

の
赴
く
ま
ま
に
犯
行
に
及
ん
で
し
ま

っ
た

も
の
で
、
十
分
な
準
備
を
し
計
画
を
し
た
通
常
の
計
画
的
犯
行
と
は
相
当
の
差
異

が
あ
り
、

(中
略
)
本
件
は
当
初
か
ら

い
わ
ゆ
る

一
家
皆
殺
し
を
企
画
し
た
も
の

で
は
な
い
」
と
判
示
し
た
。
次
に
、
回

は
、
第

一
の
犯
行
に
つ
い
て
は
、
殺
害
現

場
に
お
い
て
は
じ
め
て
殺
意
を
生
じ
た
と
し
て
計
画
性
無
と
し
、
第

二
の
殺
人
、

つ
ま
り
、
被
害
者
を
車
で
連
れ
回
し

て
い
る
間
に
、

ロ
封
じ
の
た
め
の
殺
害
を
決

意
し
、
数
時
間
後
ホ
テ
ル
に
お
い
て
殺
害
し
た
点
に
つ
い
て
は
、
計
画
性
が
弱
か

っ

た
と
し
て
、
こ
れ
も
被
告
人
に
有
利
な
事
情
と
評
価
し
た
。
こ
の
二
つ
の
判
決
例

か
ら
考
え
る
と
、
死
刑
の
選
択

に
際
し

て
、
計
画
性
有
と
し
て
被
告
人
に
不
利
な

事
情
と
さ
れ
る
の
は
、
典
型
的
な
計
画
的
犯
行
に
限
定
さ
れ
る
こ
と
に
な
ろ
う
。

し
か
し
、
回
で
は
、
凶
器
が
準
備
さ
れ
、
し
か
も
少
な
く
と
も
愛
人
の
殺
害
に
つ

い
て
は
計
画
性
が
あ
る
と
認
め
ざ
る
を
得
な
い
こ
と
、
並
び
に
、
回

の
原
審
で
あ

る
回
が
計
画
性
有
と
判
断
し
て
い
る

こ
と
か
ら
考
え
る
と
、
計
画
性
の
有
無
の
基

準
、
あ
る
い
は
、
そ
の
適
用
が
安
定
的
な
も
の
で
あ
る
と
は
言
い
難
い
よ
う
に
思

わ
れ
る
。

計
画
性
に
関
し
、
さ
ら
に
問
題
と
な
る
の
が
未
必
の
故
意
で
あ
る
。

こ
れ
に
該

当
す
る
の
は
回
回
団
固
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
事
件
で
は
、
爆
弾
を
製
造
す
る
回
回
、

あ
る
い
は
、
ガ
ソ
リ
ソ
を
携
帯
す
る
囚
固
等
の
用
意
周
到
な
準
備
が
行
わ
れ
て
い

る
が
、
殺
害
の
点
に
関
し
て
は
未
必

の
故
意

に
留
ま

っ
て
い
る
。
回
は
、
未
必
の

故
意
の
点
を
あ
ま
り
重
視
せ
ず
、
既
述

の
よ
う
に
、
む
し
ろ
そ
の
殺
害
方
法
等
を

強
調
し
て
死
刑
を
選
択
し
た
が
、
控
訴
審
の
回
は
、
未
必
の
故
意
を
と
り
わ
け
重

視
し
て
、
無
期
懲
役
に
と
ど
め
て
い
る
。
ま
た
、
囚
固
も
、
回
と
同
様
、
未
必
の

故
意
を
決
定
的
な
量
刑
要
素
と
理
解
し
て
お
り
、
従

っ
て
、
判
例
上
、
死
刑
の
選

択
に
際
し
て
は
、
未
必
の
故
意
は
格
別
重
視
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

最
後
に
、
計
画
性
の
有
無
と
量
刑
の
対
応
関
係
を
み
て
み
る
と
、
右
の
回
を
除

け
ば
、
被
殺
者

一
名
死
刑
は
全
て
計
画
性
有
、
被
殺
者

一
名
無
期
懲
役
は
全
て
計

画
性
無
で
あ
り
、
計
画
性
の
有
無
と
量
刑
の
間
に
完
全
な
対
応
関
係
が
み
ら
れ
た
。

被
殺
者

二
名
死
刑

で
は
計
画
性
無
が

二
つ
あ
る
が
回
圖
、
既
述
め
よ
う
に
、
そ
れ

ら
は
い
ず
れ
も
殺
害
方
法
が
群
を
抜
い
て
残
酷
な
楊
合
で
あ
る
こ
と
か
ら
考
え
る

と
、

(
計
画
性
の
有
無
の
評
価
は
必
ず
し
も
安
定
的
で
は
な
い
に
し
て
も
)
計
画

性
は
、
死
刑
の
量
刑
に
対
し
て
大
き
な
影
響
を
及
ぼ
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

伺

被
害
感
情

殺
人
事
件

で
あ
る
こ
と
を
考
え
る
と
、
遺
族
の
被
害
感
情
が
峻
烈
で
あ
る
こ
と

は
容
易
に
予
想

で
き
よ
う
が
、
事
実
、
ほ
と
ん
ど
す
べ
て
の
判
決
が
そ
の
旨
を
述

べ
て
い
る
。
従

っ
て
、
こ
の
要
素
が
、
ど
れ
ほ
ど
重
要
な
量
刑
要
素
で
あ
る
か
は

疑
わ
し
い
と
こ
ろ
で
あ
る
。
唯

一
の
例
外
が
國
で
あ
る
。
既
述
の
よ
う
に
、
國
は

犯
人
も
被
害
者
と
言
う
こ
と
の
で
き
る
家
庭
内
の
事
件
で
あ

っ
て
、
こ
の
点
が
被

害
感
情

に
も
反
映
し
た
結
果
、
裁
判
所
は
、

「緩
和
さ
れ

つ
つ
あ
る
」
、

「被
害

者
の
会
社
の
関
係
者
も
寛
大
な
処
分
を
求
め
て
い
る
」
と
判
示
し
た
。

従

っ
て
、
被
害
感
情
は
、
そ
れ
が
緩
和
さ
れ
つ
つ
あ
る
と
い
う
例
外
的
場
合
に

の
み
、
死
刑
を
回
避
す
る
方
向
に
お
い
て
、
量
刑
に
何
等
か
の
影
響
を
与
え
得
る

に
す
ぎ
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

㈲

前

科

単
純
殺
人
の
場
合
、
強
盗
殺
人

・
強
姦
殺
人
と
比
較
す
る
と
、
前
科
、
就
中
重

大
な
前
科
が
少
な
い
こ
と
が

一
つ
の
特
徴
で
あ
る
。

特
に
Y
心
中
事
件
や
家
庭
内
の
犯
行
は
全
て
前
科
無
と
評
価
す
る
こ
と
が
で
き
嘱
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こ
の
点
が
、

(
「
非
社
会
性
」

の
現
れ
と
し
て
)
軽

い
量
刑
を
も
た
ら
す

一
つ
の

要
因
と
な

っ
た
と
思
わ
れ
る
。

こ
の
心
中
事
件
等
以
外
に
、
前
科

の
有
無
が
重
要
な
量
刑
要
素
と
な

っ
た
と
思

わ
れ
る
の
は
崖
か
に
回
の
み
で
あ
る
。
し
か
し
塾
控
訴
審
回

が
、
回
を
破
棄
し
て

無
期
懲
役
を
選
択
し
た
こ
と
か
ら
考
え
る
と
、
単
純
殺
人
の
場
合
、
前
科
が
死
刑

の
量
刑
に
ど
の
程
度
影
響
力
を
有
し

て
い
る
か
は
疑
問
の
残
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

ω

矯
正
可
能
性

前
科
が
比
較
的
少
な
い
こ
と
も
影
響
し
て
か
、
矯
正
可
能
性
が
重
要
な
量
刑
要

素
と
な

っ
た
と
思
わ
れ
る
ケ
ー
ス
は
殆
ど
存
在
し
な
か

っ
た
。
そ
の
中
に
あ

っ
て
、

回
回
は
例
外
で
あ
る
。
即
ち
、
そ
こ
で
は
、
矯
正
可
能
性
の
有
無

(回
有
回
無
)

の
評
価
が
分
か
れ
、
そ
れ
が
、
量
刑

の
違
い
を
導
く
重
要
な

一
つ
の
要
素
と
な

っ

た
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
矯
正
可
能
性
の
評
価
の
困
難
性
と
い

う
問
題
を
示
唆
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

回
に
つ
い
て
今

一
つ
注
意
す
べ
き
は
、
回
が
、
年
齢
を
矯
正
可
能
性
の
観
点
か

ら
捉
え
、

「
将
来
仮
に
仮
出
獄
の
機
会

が
与
え
ら
れ
る
と
し
て
も
、
そ
の
際

に
は

現
在
四
六
歳
の
被
告
人
も
相
当
の
高
齢

に
達
す
る
の
で
あ
り
、
長
期
間
の
服
役
に

よ
り
そ
の
性
格
も
そ
れ
な
り
の
改
善
が
な
さ
れ
、
被
告
人
の
粗
暴
癖
等
も
本
件
犯

行
当
時
の
そ
れ
と
同

一
の
ま
ま

で
あ
る
と
は
考
え
ら
れ
な
い
」
と
判
示
し
て
い
る

点
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
、
國
は
、
中

年

(具
体
的
年
齢
不
明
)
を
矯
正
著
し
く

困
難
と
理
解
し
て
お
り
、
回
と
正
反
対

の
結
論
に
達
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
以
上

の
こ
と
か
ら
考
え
る
と
、
年
齢
と
い
う
要
素

(
そ
れ
は
矯
正
可
能
性
の
判
断
材
料

と
い
う
側
面
を
も
有
し
て
い
る
の
で
は
あ
る
が
)
の
評
価
も
不
安
定
と
言
わ
ざ
る

を
得
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

㈲

一
般
予
防

一
般
予
防
に
つ
い
て
特
筆
す
べ
き
は
團

で
あ
る
。
既
述

の
よ
う
に
、
回
は
、
爆

発
物
に
よ
る
殺
害
と
い
う
点
を
極
め

て
重
視
し
、
爆
発
物
事
件
に

つ
い
て
は
、

一

般
予
防
的
配
慮
が
強
く
働
く
と
し
つ
つ
死
刑
を
言
渡
し
て
お
り
、

こ
の
種
の
事
件

れ で

楚 尋キ

こ
の
要
素
が
重
要
な
量
刑
要
素
と
な
り
得
る
と
言

っ
て
よ
い
よ
う
に
思
わ

⇔
強
盗
殺
人

ω

結
果
の
重
大
性

(被
殺
者
の
数
)
と
量
刑

被
殺
者
の
数
と
量
刑
の
観
点
か
ら
強
盗
殺
人
を
分
類
す
る
と
次
の
よ
う
に
な
る
。

な
お
、
こ
こ
で
も
簡
単
な
説
明
を
加
え
て
お
い
た
。
①
殺
害
方
法

(重
大
な
余
罪

が
あ
る
場
合
に
は
記
し
て
お
い
た
)
②

(殺
害
に
関
す
る
)
計
画
性
の
有
無
③
前

科
等
で
あ
楚

(被
殺
者

一
名
無
期
懲
役
)

回
東
京
高
裁
昭
五
九
年

一
二
月

一
九
日
判
決

・
判
時

一
一
五
九
号

一
六
七
頁

①
工
具
用
パ
イ
プ
で
頭
部
を
殴
打
し
て
失
神
さ
せ
、
準
備
し
て
あ

っ
た
木

綿
袋
を
か
ぶ
せ
た
上
絞
殺
し
た
後
、
死
体
を
ボ
イ
ラ
ー
室
の
排
煙
口
に
隠

し
、
そ
の
後
さ
ら
に
死
体
発
見
を
防
止
す
る
た
め
重
油
タ
ソ
ク
に
遺
棄
②

右
③

無

回
大
阪
高
裁
昭
六
〇
年
六
月

一
二
日
判
決

・
判
タ
五
六
六
号
三

一
〇
頁
①
用

意
し
た
ネ
ク
タ
イ
で
首
を
絞
め
た
後
未
だ
死
ん
で
い
な
い
と
み
る
や
確
実

に
殺
害
し
よ
う
と
し
て
さ
ら
に

一
〇
分
間
に
渡

っ
て
首
を
絞
め
て
殺
害
②

嚢
回
横
浜
地
裁
昭
六

一
年
三
月
二
七
日
判
決

・
判
タ
六
二
一
号
二
五
三
頁
.(囚

の
原
審

・
同
)
①
逮
捕
者
を

「
も
う
逃
げ
な
い
か
ら
」
と
安
心
さ
せ
た
上

で
隠
し
持

っ
て
い
た
果
物
ナ
イ
フ
で

一
回
強
く
刺
し
て

一
名
殺
害

一
名
重

傷
②
無
③
少
年
時
代
か
ら
非
行
を
繰
返
し
た
後
、
強
盗
致
傷
懲
役
六
年
出

所
後
間
も
な
く
再
び
強
盗
致
傷
を
犯
し
懲
役
八
年
に
処
せ
ら
れ
て
満
期
出

所
後

一
ケ
月
余
り
で
本
件
犯
行
に
及
ん
だ

(
計
前
科

一
四
犯
)

団
東
京
高
裁
昭
六

一
年

一
〇
月

二
九
日
判
決

・
判
タ
六
二

一
号
二
四
九
頁

(回
の
控
訴
審

・
同
)
①
②
③
同
回
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固
東
京
地
裁
昭
六
二
年

一
〇
月
三
〇

日
判
決

・
判
タ
六
六
三
号

二
〇

一
頁

(圖
の
共
犯
丙
)
①
被
害
者

を
別
荘
に
誘
い
込
ん
だ
上
、
強
烈
な
暴
行
を

加
え
て
絞
殺
し
た
後
、
別
荘
床
下

の
土
中
に
埋
め
る
②
有
③
外
国
人
登
録

法
違
反
の
罰
金
刑
六
犯

(自
由
刑

の
前
科
無
)

(被
殺
者

一」名
死
刑
)

回
福
岡
高
裁
昭
五
九
年
三
月

一
四
日
判
決

・
判
時

一
一
二
八
号
五
〇
頁

(回

の
原
審

・
同
)

(共
犯
両
名

死
刑
)
①
被
害
者
を
お
び
き
出
し
て
監
禁
し

た
上
七
首

で
刺
傷
さ
せ
大
出

血
を
負
わ
せ
た
に
も
拘
ら
ず
、
約

一
四
時
間

余
も
の
間
放
置
し
、
こ
の
間
、
被
害
者
を
し
て
自
宅
に
電
話
さ
せ
て
二
千

万
円
を
持
参
さ
せ
る
よ
う
に
し
む
け
た
が
失
敗
し
た
と
こ
ろ
、

口
に
ガ
ム

テ
ー
プ
を
ま
い
て
声
が
出
な
い
よ
う
に
し
て
二
人
共
同
し
て
馬
乗
り
に
な

っ

て
絞
殺
し
た
上
、
死
体
を
バ

ラ
バ
ラ
に
し
て
遺
棄
②
有
③

一
名
は
暴
行
に

よ
る
罰
金
、

一
名
は
無

回
最
高
裁
第
二
小
法
廷
昭
六
三
年
四
月

一
五
日
判
決

・
判
タ
六
六
七
号

一
〇

三
頁

(固

の
上
告
審

・
同
)
①

②
③
同
固

回
最
高
裁
第

二
小
法
廷
昭

六
二
年
七
月

一
七
日
判
決

・
判
時

一
二
四
八
号

一

三
八
頁
①
第

一
犯
行
殺
人
未

遂
は
、
妻
の
保
険
金
を
願
取
す
る
目
的
で
、

実
兄
と
共
謀
の
上
、
自
動
車
を
急
発
進
さ
せ
て
妻
に
衝
突
さ
せ
た
が
失
敗
。

第

二
犯
行
強
盗
殺
人
は
、
バ

ッ
ト
で
頭
部
を
数
回
殴
打
し
た
上
、
物
干
し

用
ロ
ー
ブ
で
絞
殺
し
た
後
、

造
成
地
に
死
体
を
埋
め
る
②
有
③
詐
欺

・
横

領

・
業
務
上
横
領
懲
役
三
年

回
最
高
裁
第
二
小
法
廷
昭
六
二
年

一
〇
月
二
三
日
判
決

・
判
タ
六
八
三
号
四

一
頁
①
身
代
金
誘
拐
に
用
い
る
拳
銃
を
奪
う
目
的
で
、
派
出
所
で
独
り
で

勤
務
中

の
警
官
を
お
び
き
だ
し

て
、
背
後
か
ら
鉄
棒
で
頭
部
等
を
乱
打
し
、

三
〇
箇
所
余
り
の
創
傷
を
負

わ
せ
、
さ
ら
に
、
ナ
イ
フ
で
二
回
胸
部
を
突

き
刺
し
て
殺
害
②
有
③
強
盗
傷
人
懲
役
七
年
。
傷
害
等
懲
役
五
年
執
行
猶

予
中
の
犯
行

回
最
高
裁
第
二
小
法
廷
平
二
年

一
二
月
一
四
日
判
決

・
刑
事
二
五
六
号
四
七

三
頁
①
第

一
犯
行
殺
人
は
絞
殺
。
第
二
犯
行
殺
人
未
遂
は
所
携
の
ナ
イ
フ

で
頸
部
を
突
き
刺
し
て
重
傷
を
負
わ
す
②
無
③
強
盗
殺
人
無
期
懲
役

回
最
高
裁
第
三
小
法
廷
平
三
年
二
月
五
日
判
決

・
刑
事
二
五
七
号

一
六
九
頁

①
準
備
し
た
石
塊
で
足
が
不
自
由
な
老
人
を
殴
打
し
て
即
死
さ
せ
る
②
有

③
強
盗
殺
人
等
無
期
懲
役

國
大
阪
地
裁
平
三
年
二
月
七
日
判
決

・
判
時

=
二
八
七
号

一
四
五
頁
①
第

一

犯
行
殺
人
未
遂
は
、
果
物
ナ
イ
フ
で
背
中
か
ら
力

一
杯
突
き
刺
し
て
重
傷

を
負
わ
せ
る
。
第
二
犯
行
強
盗
傷
人
は
、
金
属
性
パ
イ
ブ
で
頭
部
等
を
数

回
殴
打
し
て
傷
害
を
与
え
た
上
金
品
を
強
取
。
第
三
犯
行
強
盗
殺
人
は
、

刺
身
包
丁
で
胸
部
を
二
回
突
き
刺
し
死
亡
さ
せ
た
。
第
四
犯
行
強
盗
予
備

は
、
刺
身
包
丁
を
携
え
て
俳
徊
②
右
③
強
盗
殺
人
無
期
懲
役

国
福
島
地
裁
郡
山
支
部
平
四
年
六
月

一
八
日
判
決

・
判
時

一
四
四
九
号
一
五

七
号
頁
①
準
備
し
て
お
い
た
ハ
ソ
マ
ー
で
頭
部
を
乱
打
し
て
殺
害
②
有
③

強
盗
殺
人
等
無
期
懲
役

(被
殺
者
二
名
無
期
懲
役
)

国
福
岡
高
裁
昭
六
一
年
四
月

一
五
日
判
決

・
判
タ
六
〇
〇
号

=
二
九
頁
①
第

一
犯
行
殺
人
は
、
所
携
の
突
き
の
み
で
右
肩
上
部
を

一
回
突
き
刺
し
て
殺

害
。
第
二
犯
行
強
盗
殺
人
未
遂
は
、
背
後
か
ら
右
突
き
の
み
で
一
回
強
く

突
き
刺
し
て
重
傷
を
負
わ
せ
バ
ッ
ク
を
強
奪
。
第
三
犯
行
強
盗
殺
人
は
、

右
突
き
の
み
で
正
面
か
ら
胸
部
を
滅
多
突
き
に
し
て
殺
害
の
上
現
金
強
奪

②
無
③
無

(被
殺
者
二
名
死
刑
)

飼
最
高
裁
第

一
小
法
廷
昭
五
九
年
九
月

一
三
日
判
決

・
刑
事
二
i二
八
号

一
一

頁
①

一
家
皆
殺
し
を
企
画
し
就
寝
中
の
家
族
五
名
の
う
ち
四
名
を
次
々
と

ハ
ソ
マ
ー
で
強
打
し
、
さ
ら
に
は
頸
部
を
絞
め
る
な
ど
し
て
女
児
二
名
を

殺
害
父
親
に
は
瀕
死
の
重
傷
を
負
わ
せ
た
②
右
③
通
算
五
年
間
少
年
院
収
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奈

容
。
強
盗
致
傷
懲
役
七
年
。
窃
盗

・
同
未
遂
懲
役

一
年
八
月
。
窃
盗

・
傷

害

・
銃
刀
法
違
反
懲
役

二
年

図
東
京
地
裁
昭
六
二
年

一
〇
月

三
〇
日
判
決

・
判
タ
六
六
三
号

二
〇

一
頁

(固
の
共
犯
甲
乙
)
①
第

一
犯
行
強
盗
殺
人
同
固
。
第
二
犯
行
強
盗
殺
人

は
、
第

一
犯
行
の
二
週
間
後

に
、
被
害
者
を
誘
い
出
し
て
車
に
乗
せ
、
車

中
に
て
首
を
絞
め
て
気
絶
さ
せ
た
後
、
別
荘

に
運
び
込
ん
で
絞
殺
し
た
上

土
中
に
埋
め
る
②
有
③

主
犯
格
甲
無

(但
し
元
警
官
退
職
後
僅
か
四
ケ
月

の
犯
行
)
、
共
犯
者
乙
罰
金

二
犯

圖
最
高
裁
第

二
小
法
廷
昭
六
二
年

一
二
月

一
八
日
判
決

・
刑
事
二
四
七
号

一

三
〇
五
頁
①
第

一
犯
行
殺
人
は
、
甘
言
を
弄
し
て
誘
拐
し
た
知
人
の
中
学

三
年
の
娘
を
連
れ
回
し
て
い
る
間

に
足
手
ま
と
い
に
な

う
た
た
め
、
山
林

内
に
誘

い
込
み
絞
殺
し
た
上
、
暴
漢
に
襲
わ
れ
た
か
の
よ
う
に
偽
装
工
作

し
て
死
体
を
遣
棄
。
第

二
犯
行
強
盗
殺
人
は
、
馬
乗
り
に
な
っ
て
掛
け
布

団
を
か
ぶ
せ
て
呼
吸
が
で
き
な

い
よ
う
に
し
て
失
神
さ
せ
た
上
、
電
気

コ
ー

ド
で
首
を
絞
め
て
と
ど
め
を
さ
す
②
第

一
犯
行
有
。
第
二
犯
行
無
③
詐
欺

等
で
四
回
懲
役
刑
を
言
渡
さ
れ
、
そ
の
う
ち
二
回
服
役

囮
最
高
裁
第

二
小
法
廷
昭
六
三
年
七
月

一
日
判
決

・
刑
事
二
五
〇
号

一
頁
①

バ
ッ
ト
で
殴
り
殺
害
し
た
と
思

う
た
が
、
顔
面
血
だ
ら
け
の
被
害
者
が

「
目
が
見
え
な
い
」
と
つ
ぶ
や
い
て
い
る
の
に
出
く
わ
し
、

一
瞬
た
じ
ろ

い
た
も
の
の
バ

ッ
ト
で
再
び
頭
部
を
殴
打
し
て
殺
害
し
た
後
、
ビ
ル
に
放

火
②
無
③
無

国
大
阪
地
裁
昭
六
三
年

一
〇
月

二
五
日
判
決

・
判
時

=
二
〇
四
号
五
五
頁
①

第

一
犯
行
強
盗
殺
人
は
、
警
官
を
お
び
き
出
し
て
包
丁
で
滅
多
突
き
に
し

た
上
、
拳
銃
を
奪

っ
て
射
殺
。
第

二
犯
行
強
盗
殺
人
は
、
右
拳
銃
に
よ
り

至
近
距
離
か
ら
射
殺
②
有
③

(現
職
警
官
当
時
の
)
拳
銃
に
よ
る
強
盗
傷

人
懲
役
七
年
の
仮
出
稜
中
の
犯
行

図
名
古
屋
地
裁
平
元
年
六
月
二
八
日
判
決

・
判
時

一
三
三
二
号
三
六
頁

(
い

わ
ゆ
る
ア
ベ
ッ
ク
殺
人
事
件
)
①
第

一
犯
行
強
盗
未
遂
は
、
停
車
中
の
ア

ベ
ッ
ク
の
車
を
見
て
強
盗
を
試
み
、
木
刀
で
窓
ガ
ラ
ス
を
叩
く
な
ど
し
た

が
失
敗
。
第

二
犯
行
強
盗
致
傷
は
、
同
様
の
手
口
で
ア
ベ
ッ
ク
を
車
か
ら

引
き
ず
り
出
し
暴
行
脅
迫
を
加
え
た
上
で
金
品
を
奪
取
。
第
三
犯
行
強
盗

致
蕩
強
盗
強
姦
は
、
同
様
の
手
口
で
強
盗
の
後
輪
姦
コ
第
四
犯
行
殺
人
は
、

第
三
犯
行

の
発
覚
を
恐
れ
、
被
害
者

二
名
を
約
二
日
間
連
れ
回
し
、
被
害

者
の
女
性
が
自
殺
を
試
み
る
ほ
ど
死
の
恐
怖
に
晒
し
た
上
で
、

「
綱
引
き

だ
」
と

口
に
し
な
が
ら
絞
殺
し
、
さ
ら
に
、
命
乞
い
を
す
る
男
性
被
害
者

も
絞
殺
②
有
③
窃
盗
等
の
前
歴
有
。
保
護
観
察
歴
等
有
。
な
お
、
被
告
は

犯
行
以
前
暴
力
団
員
で
も
あ

う
た

国
最
高
裁
第

二
小
法
廷
平
元

一
一
月
二
四
日
判
決

・
刑
事

二
五
三
号
五
八

一

頁
①
携
帯
し
て
い
た
包
丁
で
胸
部
を
数
回
突
き
刺
し
少
女
二
名
を
殺
害
し

た
後
、
犯
跡
隠
蔽
の
た
め
死
体
に
灯
油
を
か
け
て
家
屋
も
ろ
と
も
焼
殿
し

た
。
他
に
、
窃
盗
の
犯
跡
隠
蔽
の
た
め
の
二
件
の
非
現
住
建
造
物
放
火
と

一
件
の
現
住
建
造
物
放
火
が
あ
る
②
有
③
強
盗
傷
人
で
少
年
院
送
致

囮
最
高
裁
第

一
小
法
廷
平
二
年
二
月

一
日
判
決

・
刑
事

二
五
四
号

一
頁
①
第

一
犯
行
強
盗
殺
人
は
、
両
手
両
足
を
縛

っ
て
現
金
通
帳
な
ど
を
強
奪
し
た

後
絞
殺
。
第

二
犯
行
強
盗
殺
人
は
、
被
害
者
を
お
び
き
出
し
自
動
車
内
で

絞
殺
の
後
土
中

に
埋
め
る
②
有
③
有
印
私
文
書
偽
造

・
同
行
使
懲
役
二
年

(執
行
猶
予
)
。
窃
盗

(執
行
猶
予
)
。
罰
金

一
件

(被
殺
者
三
名
死
刑
)

國
福
岡
高
裁
昭
六
〇
年

一
〇
月

一
八
日
判
決

・
判
タ
五
八
八
号

一
〇
八
頁

ハ

(図
の
原
審

・
同
)
①
第

一
犯
行
強
盗
殺
人
は
、
怨
恨
か
ら
殺
害
を
計
画

し
、
バ

ッ
ト
で
乱
打
後
ペ
ル
ト
に
よ
り
絞
殺
の
上
、
死
体
を
畑
に
落
と
す
、

そ
の
際
、
第

一
被
害
者
に
同
行
し
て
い
た
女
性
を
ロ
封
じ
の
た
め
同
様
の

方
法
に
て
殺
害
後
、
金
品
奪
取
。
第
二
犯
行
殺
人
は
、
生
命
保
険
を
か
け

た
妻
を
絞
殺
し
た
後
、
強
盗
に
襲
わ
れ
た
よ
う
に
工
作
②
右
③

無
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図
最
高
裁
第
二
小
法
廷
平

二
年
四
月

二
七
日
判
決

・
刑
事
二
五
四
号
六

一
三

-

頁

(國

の
上
告
審

・
同
)
①
②
③
同
國

囮
浦
和
地
裁
昭
六

一
年
三
月
二
七
日
判
決

・
判
タ
六
二
六
号
二
一一
二
頁
①
第

一
犯
行
強
盗
殺
人
は
、
共
犯
者

で
は
あ
る
が
殺
害
行
為
は
担
当
せ
ず
。
第

二
犯
行
殺
人
事
件
は
、
第

一
犯
行
の
仲
間
割
れ
に
端
を
発
し
、
ダ
ル
マ
ジ
+
ッ

キ
で
顔
面
等
を
殴
打
し
て
殺
害
。
第
三
犯
行
強
盗
殺
人
は
、
石
塊
で
殴
打

L
て
殺
害
し
た
後
砂
利
採
取
後

の
穴
に
埋
め
る
②

有
③
強
盗
懲
役
三
年

(執
行
猶
予
)
。
窃
盗
懲
役

一
年

二
月
。
窃
盗
懲
役

一
年

(執
行
猶
予
)
。

窃
盗
懲
役

一
年
六
月

(執
行
猶
予
)

(最
後

の
確
定
裁
判
前
後

の
犯
行
〉

(被
殺
者
四
名
死
刑
)

囮
最
高
裁
第
二
小
法
廷
昭
五
八
年
七
月
八
日
判
決

・
判
時

一
〇
九
九
号
四
八

頁

(永
山
事
件
第

一
次
上
告
審

)
①
米
軍
基
地
か
ら
拳
銃
を
窃
取
L
て
、

一
ヶ
月
足
ら
ず
の
間
に
四
名
を
射
殺
し
、
さ
ら
に
そ
の
五
ヶ
月
後
、
拳
銃

強
盗
殺
人
未
遂
を
犯
す
②
有
③

窃
盗
未
遂

(不
処
分
)
。
窃
盗
等

(試
験

観
察
)
。
密
出
国

(保
護
観
察
)

國
最
高
裁
第
三
小
法
廷
平
二
年

四
月

一
七
日
判
決

・
判
時

一
三
四
八
号

一
五

頁

(図
の
第
二
次
上
告
審

・
同
)
①
②
③
同
囮

國
最
高
裁
第

"
小
法
廷
昭

六
三
年

六
月

二
日
判
決

・
刑
事

二
四
九
号
五
九
五

頁
①
六
年
の
間
に
次

々
と
四
名

の
売
春
婦
等
を
絞
殺
あ
る
い
は
刺
殺
②
無

③
中
等
少
年
院
送
致
歴
有

こ
こ
で
は
、
被
殺
者

一
名
の
場
合

に
、
量
も
量
刑
が
分
か
れ
て
い
る
。
被
殺
者

二
名
で
無
期
懲
役
の
ケ
ー
ス
は
僅
か

に

一
例

で
あ
る
が
、
そ
の
回
は
、

シ
ン
ナ
ー

吸
引
の
影
響
下
で
行
わ
れ
た

一
連

の
犯
行

で
あ

っ
て
、
第

一
犯
行

で
あ
る
殺
人
に

つ
い
て
は
、
心
神
耗
弱
が
認
め
ら
れ

て
お
り
、
純
然
た
る
被
殺
者

二
名
の
ケ
ー
ス

と
は
言
い
難
い
。

さ
ら
に
、
被
殺
者
の
数
の
観
点
か
ら
非
常
に
示
唆
的
な
の
が
固
国

で
あ
る
。
そ

れ
は
、
共
犯
事
件
で
、
L
か
も
、
計
画

の
立
案
者
は
元
警
察
官
の
甲
で
あ
る
が
、

乙

・
丙
と
も
に
、
次
第
に
積
極
的
に
参
画
し
、
実
行
現
場
で
は

一
体
と
な

っ
て
犯

罪
を
遂
行
し
た
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
固

の
被
告
人
丙
は
第

一
犯
行
に
の
み
参
加

L
て
い
た
の
に
対
し
、
国

の
乙
は
第
二
犯
行
に
も
参
加
し
て
い
た
。
他
方
、
乙

・

丙
と
も
に
、
立
案
者
甲
に
巧
妙
に
誘
わ
れ
た
と
い
う
点
、
並
び
に
、
前
科
が
な
い

等
の
類
似
点
が
多
く
、
乙
と
丙
の
量
刑
が
死
刑
と
無
期
窓
役
に
分
か
れ
た
の
は
、

ま
さ
し
く
、
被
殺
者

の
数
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

以
上
の
こ
と
か
ら
極
簡
単
に
推
諭
し
て
み
る
と
、
強
盗
殺
人
に
お
い
て
は
、
被

殺
者
二
名
以
上
の
場
合
は
原
則
死
刑
と
な
り
、
被
殺
者

一
名
の
場
合
に
量
刑
が
分

か
れ
る
と
の
評
価
が

一
応
可
能
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

㈲

前

科

強
盗
殺
人
の
場
合
、
前
科
、
し
か
も
、
重
い
前
科
が
多
い
こ
と
が
特
徴

で
あ
る
。

特
に
、

一
名
殺
害
死
刑
に
お
い
て
そ
の
傾
向
は
顕
著
で
あ
り
、
総
七
件
中
四
件
に

無
期
懲
役

の
前
科
が
あ

っ
た
。
し
か
も
、
そ
の
前
科
の
罪
名
は
同
じ
く
強
盗
殺
人

で
あ
り
、
こ
の
よ
う
な
場
合
に
は
、
例
外
な
く
死
刑
が
科
せ
ら
れ
て
い
る
。

次
に
、
さ
し
た
る
前
科
の
な
い
場
合
で
あ
る
が
、
国
回
固

(図
)
が
無
期
懲
役

に
と
ど
ま

っ
て
い
る
こ
と
か
ら
考
え
る
と
、
初
犯
の
場
合
、
被
殺
者

一
名
で
は
、

死
刑
が
回
避
さ
れ
る
可
能
性
が
高
い
と
言
え
よ
う

(回
回
に
つ
い
て
は
後
述
す
る
)
。

最
後
に
最
も
問
題
な
の
が
有
期
刑
で
あ
る
。

(無
期
懲
役
を
除
く
と
)
重
い
前

科
と
評
価
で
き
る
も
の
は
比
較
的
小
数
で
あ
り
固
囚
回
国
国

(國
)
、
最
も
重
い

も
の
で
懲
役
八
年
で
あ
る
が
、
そ
の
回
囚
が
無
期
懲
役
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
こ
と

も
考
え
併
せ
る
と
、
有
期
懲
役
の
前
科
が

(被
告
人

に
不
利
な
事
情

で
あ
る
こ
と

は
勿
諭

で
あ
る
が
)
単
独
で
死
刑
選
択

に
重
要
な
影
響
を
与
え
る
と
は
思
わ
れ
な

い
の
で
あ
る
。

倒

犯
行
の
態
様

(殺
害
方
法
の
執
拗
性

・
残
虐
性
)

強
盗
殺
人
の
場
合
、
殺
害
方
法
が
か
な
り
残
酷
と
言
え
よ
う
。
既
述
の

「
と
り

わ
け
残
酷
」

の
基
準
か
ら
す
る
と
、
僅
か
に
回
回
団
く
ら
い
が
と
り
わ
け
残
酷
と

言
え
な
い
ケ
ー
ス
で
あ
ろ
う
が
、
回
は
と
ど
め
を
さ
す
た
め
に

一
〇
分
に
渡

っ
て
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さ
ら
に
首
を
絞
め
た
点
を
捉
え
て

「
冷
酷
か

つ
卑
劣
」
と
し
て
お
り
、
ま
た
回
囚

は
、
逮
捕
者
を
安
心
さ
せ
て
刺
殺
し
た
点
を
捉
え
て

「卑
劣
か
つ
凶
悪
な
犯
行
」

と
評
価
し
て
い
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
各
事
例
の
殺
害
方
法
を
比
較
対
照
し
た
場
合
、
固
回
図
は
、

長
時
間
被
害
者
を
死
の
恐
怖
に
晒
し
た
と

い
う
点

に
お
い
て
、
ま
た
、
固
国
圖
国

は
、
殺
害
後
バ
ラ
バ
ラ
あ
る
い
は
焼
蝦
し
た
と
い
う
点
に
お
い
て
群
を
抜
い
て
残

酷
で
あ
り
、
こ
の
群
を
抜
く
残
酷
性
は
、
死
刑
選
択

に
極
め
て
重
要
な
影
響
を
及

ぼ
し
た
と
評
価
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

ω

計

画

性

強
盗
殺
人
の
場
合
、
当
初
か
ら
殺
害
を
計
画
し
て
い
た
場
合
と
、
居
直
り
強
盗

の
よ
う
に
逮
捕
を
免
れ
る
目
的
や
被
害
者
に
抵
抗
さ
れ
た
た
め
に
犯
行
現
場
で
初

め
て
殺
意
が
生
じ
た
場
合
と
に
大
別
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
が
、
前
者
、
即
ち
計
画
性

有
の
ケ
ー
ス
が
か
な
り
多
い
。
そ
れ

に
対
し
、
回
囚
は
、
典
型
的
な
居
直
り
強
盗

の
ケ
ー
ス
で
あ
り
、
こ
の
点
が
、

(比
較
的
重

い
前
科
に
も
拘
ら
ず
)
無
期
懲
役

の
選
択
を
も
た
ら
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

計
画
性
に
つ
い
て
今

一
つ
重
要
な
の
が
既
述

の
計
画
性
無
の
囮
で
あ
る
。
国
は
、

計
画
性
無

・
前
科
無

・
改
俊
の
情
有
な
ど
の
被
告
人
に
有
利
な
事
情
を
指
摘
し
つ

つ
も
、
そ
の
群
を
抜
く
残
酷
性
故
に
、

死
刑
を
科
し
た
と
言
え
よ
う
。
従

っ
て
、

計
画
性
が
な
い
場
合
で
も
、
殺
害
方
法
が
群
を
抜

い
て
残
酷
な
ら
ば
、

(少
な
く

と
も
被
殺
者

二
名
の
場
合
は
)
死
刑
が
科
さ
れ
る
と
言

っ
て
よ
い
よ
う
に
思
わ
れ

る
。

伺

矯
正
可
能
性

強
盗
殺
人
の
場
合
、
矯
正
可
能
性
が
量
刑
に
関
係
し
た
と
思
わ
れ
る
ケ
ー
ス
は

比
較
的
小
数

で
あ
る
。
そ
の
中
に
あ

っ
て
回
回
回
は
、
矯
正
可
能
性
有
と
さ
れ
た

こ
と
が
無
期
懲
役
の
選
択
に
影
響
を
与

え
た
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、

こ

れ
ら
は
い
ず
れ
も
前
科
の
な
い
事
例

で
あ
る
。

さ
ら
に
、
回
囚
固

は
、
矯
正
可
能
性
の

(独
立

の
)
量
刑
要
素
と
し
て
の
重
要

性
に
疑
問
を
投
げ
か
け
る
。
即
ち
、
ま
ず
回
囚
は
、
矯
正
可
能
性
に
対
し
極
め
て

否
定
的
な
評
価
を
下
し
て
い
る
に
も
拘
ら
ず

(
「被
告
人
の
盗
癖
粗
暴
癖
に
は
相

当
根
深
い
も
の
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
」
回
、

「被
告
人
の
犯
罪

へ
の
傾
斜
傾
向
は

頗
る
顕
著
な
も
の
が
あ
る
と
断
ぜ
ざ
る
を
得
な
い
」
.囚
)
、
無
期
懲
役
を
言
渡
す

に
と
ど
ま

っ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
回

(
こ
れ
が
最
も
重
要
と
思
わ
れ
る
が
)
は
、

「
人
の
人
格
改
善

の
可
能
性
を
判
断
の
対
象
と
し
て
、
そ
の
判
断
基
準
を
定
め
る

こ
と
は
極
め
て
困
難
で
あ
り
、
犯
行
の
罪
質
や
動
機
態
様
そ
の
他
の
量
刑
事
情
を

捨
象
し
て
、
た
だ
犯
人
の
人
格
の
改
善
可
能
性
が
あ
る
か
ぎ
り
極
刑
を
適
用
し
て

は
な
ら
な
い
と
考
え
る
の
も
ま
た
相
当
で
は
な
く
」
と
判
示
し

つ
つ
死
刑
を
言
渡

し
て
い
る
。

ヘ

ヘ

へ

以
上
の
こ
と
か
ら
考
え
る
と
、
矯
正
可
能
性
が
、
少
な
く
と
も
独
立
の
量
刑
要

素
と
し
て
、
ど
の
程
度
の
影
響
力
を
有
し
て
い
る
か
は
、
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は

な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

㈲

社
会
的
影
響

(強
盗
)
殺
人
事
件
で
あ
る
以
上
、
社
会
的
影
響
が
大
き
い
こ
と
は
当
然
で
あ

っ

て
、
事
実
、
多
く
の
判
決
例
が
そ
の
旨
を
述
べ
て
お
り
、
こ
の
要
素
が
、
死
刑
の

量
刑
上
重
要
な
要
素
と
な
る
ケ
ー
ス
は
む
し
ろ
希
有
と
思
わ
れ
る
。

そ
の
中
に
あ

っ
て
、
回
囮
国
國
は
例
外
で
あ
る
。
ま
ず
、
回
國
は
、
拳
銃
強
奪

を
目
的
と
す
る

(
派
出
所
動
務
中
の
)
警
察
官
殺
害
の
ケ
ー
ス
で
あ
り
、
例
え
ば

回
は

「
勤
務
中

の
警
察
官
が
殺
害
さ
れ
た
と
い
う
事
件
だ
け
に
、
地
域
住
民
の
み

な
ら
ず
、
広
く

一
般
市
民
に
対
し
て
衝
撃
と
不
安
を
与
え
た
も
の
で
、
そ
の
社
会

的
影
響
も
軽
視
し
難
い
」
と
判
示
し
て
い
る
。
ま
た
、
国
國
は
犯
人
が
元
警
察
官

の
ケ
ー
ス
で
あ
る
が
、
例
え
ば
、
国
は

「
こ
れ
ら
を
主
導
的
に
敢
行
し
た
者
が
、

元
警
視
庁
警
部

の
経
歴
を
有
し
た
が
た
め
に
、
本
件
が
社
会

一
般
に
及
ぼ
し
た
不

安
感
に
は
深
刻
な
る
も
の
が
あ
り
、
も
と
よ
り
警
察
組
織
に
与
え
た
衝
撃
は
甚
大

で
あ
り
、
警
察
当
局
が
こ
れ
ま
で
築
き
あ
げ
て
き
た
国
民
の
信
頼
感
を
動
揺
せ
し

め
た
面
に
お
い
て
も
看
過
し
難
い
も
の
が
あ
る
」
と
判
示
し
て
い
る
。

こ
れ
ら
の
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判
決
例
か
ら
考
え
る
と
、
警
察
官
が
関
与
す
る
場
合
、
社
会
的
影
響
は
特
に
甚
大

で
あ
り
、
死
刑
選
択
に
影
響
を
与
え

る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

今
、

一
つ
は
図
で
あ
る
。
こ
れ
は

い
わ
ゆ
る
ア
ベ
ッ
ク
殺
人
事
件
で
あ
り
、
國

は
、

「本
件
は

(中
略
)
言
わ
ぱ
通

り
魔
的
犯
行
で
あ
り
、
何
ら
関
係
の
な

い

一

般
市
民
も
い
つ
何
時
被
害
に
遭
う
や
も

し
れ
な
い
と
い
う
社
会
的
不
安
を
生
じ
さ

せ
た
も
の
で
あ
り
、

(
中
略
V
犯
行
態
様
は
模
倣
性
が
高
く
、
社
会
的
影
響
は
極

め
て
大
き
い
」
と
判
示
し
て
い
る
。

以
上
の
こ
と
か
ら
考
え
る
と
、
特
殊

な
ケ
ー
ス
に
お
い
て
は
、
社
会
的
影
響
も
、

死
刑
の
選
択
に
影
響
を
及
ぼ
す
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

ω

年

齢

強
盗
殺
人
は
、

(
単
純
殺
人
と
は
異
な
り
V
若
年

で
あ
る
こ
と
が
量
刑
上

一
つ

の
重
要
な
問
題
と
な

っ
た
と
思
わ
れ
る
ケ
ー
ス
が
幾

つ
か
存
在
す
る
。

ま
ず
第

一
は
、
永
山
事
件
で
あ
り
囮

國
、
そ
こ
で
は
、
犯
行
当
時

一
九
歳

三
ケ

月
な
い
し
九
ケ
月
と
い
う
年
齢
が
問
題
と
さ
れ
た
が
、
囮
は
、
年
長
少
年

で
あ
る

こ
と
、
及
び
、
動
機

・
態
様
か
ら
窺

わ
れ
る
犯
罪
性
の
根
深
さ
を
根
拠
に
死
刑
を

言
渡
し
た
。
次
に
、
図
も
、
同
じ
く
犯
行
当
時

一
九
歳
余
り
の
被
告
人

の
犯
行
て

あ
る
が
、
裁
判
所
は
、

「
可
塑
性
に
富
む
少
年
に
対
す
る
極
刑
適
用
は
慎
重
で
な

け
れ
ぱ
な
ら
な
い
」
と
判
示
し
つ
つ
も
、
死
刑
を
言
渡
し
て
い
る
。
従

っ
て
、
多

数
人
殺
害

の
よ
う
な
極
め
て
凶
悪
な
事
件

の
楊
合
に
は
、

(犯
行
当
時
)
年
長
少

年
と
い
う
事
情
も
、
死
刑
を
回
避
さ

せ
る
ほ
ど
の
影
響
力
を
有
し
得
な
い
と
言
え

よ
う
。

こ
れ
に
対
し
ぷ
回
は
、
犯
行
当
時

二

一
歳
と
い
う
年
齢
を
被
告
人
に
有
利
な
事

情
と
し
つ
つ
無
期
懲
役
を
選
択
し
た
。

ヘ

ヘ

へ

も

っ
と
も
、
問
題
は
、
年
齢
が
独
立
の
量
刑
要
素
と
し
て
、
ど
の
程
度

の
影
響

力
を
有
し
て
い
る
か
で
あ
る
。
右
の
図
國
は
、
年
齢
を
む
し
ろ
矯
正
可
能
性
の

一

判
断
材
料
と
し
て
理
解
し
て
い
る
よ

う
に
思
わ
れ
る
。
さ
ら
に
、
矯
正
可
能

(
の

　

へ

　

独
立
の
量
刑
要
素
と
し
て
の
影
響
力
)
に
関
す
る
既
述
の
問
題
性
を
も
考
慮
に
い

　

へ

　

れ
る
場
合
に
は
、
年
齢
に
つ
い
て
も
、
そ
の
独
立
の
量
刑
要
素
と
し
て
の
影
響
力

は
、
必
ず
し
も
明
ら
か
で
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

⇔

強
姦
毅
人

佃

結
果
の
重
大
性

(被
殺
者
の
数
)
と
量
刑

強
姦

・
矯
正
狽
褒

に
伴
う
殺
人
を
、
被
殺
者
の
数
と
量
刑
の
観
点
か
ら
分
類
す

る
と
以
下
の
よ
う
に
な
る
。
な
お
、
こ
こ
で
も
簡
単
な
説
明
を
加
え
て
お
い
た
。

①
殺
害
方
法

(重
大
な
余
罪
が
あ
る
場
合
に
は
記
し
て
お
い
た
)
②

(殺
害
に
関

す
る
)
計
画
性

の
有
無
③
前
科
等
④
矯
正
可
能
性
で
あ
る
。

(被
殺
者

一
名
無
期
懲
役
)

回
横
浜
地
裁
昭
六
二
年
九
月

一
七
日
判
決

・
判
時

=

一四
九
号

一
三
二
頁

(回

の
原
審

・
同
)
①
首
を
絞
め
て
失
神
さ
せ
姦
淫
し
た
直
後
所
携
の
タ

オ
ル
で
絞
殺
し
て
金
品
を
奪
取
し
死
体
を
放
置
②
無
③
強
姦
未
遂

・
殺
人

・

窃
盗
等
懲
役

一
四
年
仮
出
獣
中
④
有

回
東
京
高
裁
昭
六
三
年
六
月

二
八
日
判
決

・
判
タ
六
七
〇
号
二
四
八
頁

(回

の
控
訴
審

・
同
)
①
②
③
④
同
国

囹
福
岡
高
裁
那
覇
支
部
平

二
年
二
月

一
日
判
決

・
判
時

一
三
四
七
号

一
四
七

頁

(固

の
控
訴
審

・
異
)
①
八
歳

の
女
児
を
姦
淫
目
的
で
誘
拐
し
た
が
、

同
女
が
幼
少
で
あ

っ
た
た
め
未
遂
に
終
わ
り
、
近
く
に
あ

っ
た
石
塊
で
同

幼
女
の
頭
部
を
3
回
殴
打
し
て
殺
害
し
た
翌
日
、
犯
跡
隠
蔽
の
た
め
現
場

に
戻
り
近
く
の
草
藪

の
中
ま
で
死
体
を
引
き
ず
り
顔
に
草
の
葉
を
か
ぶ
せ

て
放
置
②
無
③
五
歳

の
幼
女
に
対
す
る
強
制
狼
褻
致
傷
懲
役
二
年
。
器
物

損
壊
懲
役

一
〇
月
。
五
歳

の
幼
女
三
人
に
対
す
る
強
制
狼
褻

・
狼
褻
誘
拐

懲
役
三
年
の
仮
出
獄
中
④
有

(被
殺
者

一
名
死
刑
)

回
東
京
高
裁
昭
六
〇
年
九
月

一
七
日
判
決

・
判
時

一
一
八

一
号

一
五
七
頁
①

第

一
犯
行
強
制
狼
褒
は
、
五
歳
の
女
児
に
対
す
る
狼
褻
行
為
。
第
二
犯
行
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良奈

強
姦
殺
人
は
、
三
歳
の
女
児
を
絞
殺
後
死
体
を
ア
パ
ー
ト
の
近
く
の
垣
根

の
中
に
放
置
②
無
③
七
歳
の
幼
女
に
対
す
る
強
姦
致
窃
殺
人
無
期
懲
役
④

無
固
那
覇
地
裁
石
垣
支
部
昭
六
三
年
三
月
二
三
日
判
決

・
判
時

=
二
四
七
号

一

五
一
頁

(回
の
原
審

・
異
)
①
②
③
同
回
④
無

回
最
高
裁
第
三
小
法
廷
平
二
年
四
月
三
日
判
決

・
刑
事
二
五
四
号
三
四

一
頁

①
刃
物
で
滅
多
突
き
②
無
③
強
盗
殺
人
等
懲
役
五
年
以
上

一
〇
年
以
下
の

懲
役

(少
年
時
代
の
犯
行
)

(本
件
は
出
所
後
三
ケ
月
の
犯
行
)
④
?

(被
殺
者
二
名
無
期
懲
役
)

回
東
京
高
裁
平
二
年
三
月

=
二
日
判
決

・
判
時

=
二
四
七
号

一
四
七
頁

(回

の
控
訴
審

・
異
)
①
第

一
犯
行
は
激
情
に
よ
る
単
純
殺
人
で
幼
児
を
絞
殺
。

第
二
犯
行
強
姦
殺
人
は
、
準
備
し
て
お
い
た
布
製
の
紐
で
絞
殺
し
、
死
体

か
ら
着
衣
を
脱
が
せ
て
狼
褻
行
為
を
行

っ
た
後
、
死
体
を
山
林
内
に
投
棄

②
無
③
窃
盗

(
万
引
き
)

一
回

(
不
起
訴
)
④
有

(被
殺
者
二
名
死
刑
)

團
最
高
裁
第

一
小
法
廷
昭
六
三
年
五
月
二
〇
日
判
決

・
刑
事
二
四
九
号
五
八

三
頁
①
第

一
犯
行
は
、
強
姦
致
傷
に
及
ん
だ
後
、
犯
跡
隠
蔽
の
た
め
頸
部

を
手
拭
等
で
緊
迫
し
た
上
で
刃
物
で
胸
部
を
滅
多
突
き
。
第
二
犯
行
は
手

拭
に
よ
る
絞
殺
後
死
体
を
陵
辱
②
無
③
強
盗
致
傷
懲
役
八
年
。
強
姦
致
傷
・

殺
人
無
期
懲
役
④
?

回
宇
都
宮
地
裁
昭
六
三
年

一
一
月
二
九
日
判
決

・
判
時

=
二
四
七
号

一
五
七

頁

(回
の
原
審

・
異
)
①
同
回
②
第
二
犯
行
に
つ
い
て
の
み
有
③
同
回
④

無
回
最
高
裁
第
三
小
法
廷
平
元
年
六
月

一
三
日
判
決

・
刑
事
二
五
二
号
四
九
頁

①
第

一
犯
行
は
、
被
害
者
の
下
着
を
首
に
巻
付
け
絞
殺
し
た
上
陵
辱
後
死

体
を
焼
熾
ゆ
第
二
犯
行
は
電
気
コ
ー
ド
で
絞
殺
後
死
体
を
陵
辱
②
無
③
強

盗
罪
等
前
科
二
犯
④
?

回
最
高
裁
第

一
小
法
廷
平
二
年
九
月

一
三
日
判
決

・
判
時

=
二
五
八
号

一
五

〇
頁
①
第

一
及
び
第
二
犯
行
と
も
に
、
掘
頚
を
続
け
腹
部
を
手
拳

で
突
く

な
ど
の
暴
行

に
よ
り
殺
害
。
第
三
犯
行
は
、
右
方
法
に
よ
り
失
神
さ
せ
、

姦
淫
し
傷
害
を
負
わ
せ
た
②
未
必
の
故
意
③
交
通
事
犯

一
件
④
?

強
姦
殺
人
の
楊
合
、
共
通
点
が
か
な
り
多
い
。
即
ち
、
①
同
種
の
重
大
な
前
科

が
多
い
、
②
犯
行
の
目
的
は
あ
く
ま
で
も
姦
淫
な
い
し
狼
褻
行
為

で
あ

っ
て
殺
害

で
は
な
く
、
従

っ
て
、
殺
害
の
点
に
つ
い
て
は
計
画
性
が
な
い
、
③

(②
と
も
関

連
し
て
)
本
来
的
凶
器
の
使
用
が
少
な
い
、
④
被
殺
者
二
名
の
事
例
は
い
ず
れ
も

機
会
を
異
に
す
る
二
つ
の
犯
行
で
あ
る
、
等
の
共
通
点
が
存
在
す
る
。

い
ず
れ
に
し
て
も
、

(事
案
の
類
似
性
に
も
拘
ら
ず
)
量
刑
は
比
較
的
分
か
れ

て
お
り
、
特
に
、
最
近
、
審
級
に
よ
り
量
刑
が
分
か
れ
た
ケ
ー
ス
が
二
例
存
在
し

て
い
る
こ
と
か
ら
も
考
え
る
と
、
こ
こ
で
も
、
死
刑
と
無
期
懲
役
と
の
境
界
線
が

不
安
定

で
あ
る
と
予
想
で
き
る
の
で
あ
る
。

倒

前

科

こ
こ
で
は
殆
ど
の
ケ
ー
ス
、
即
ち
回
回
回
を
除
く
全
て
に
重
要
な
前
科
が
存
在

し
て
お
り
、
し
か
も
、
回
回
囹
囚
固
團
は
、
同
種
前
科
仮
出
獄
中
の
犯
行
で
あ
る
。

こ
こ
で
も
や
は
り
、
無
期
懲
役
の
仮
出
獄
中
の
犯
行
は
全
て
死
刑
に
処
せ
ら
れ

て
お
り
国
回

(回
も
こ
こ
に
含
め
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
)
、
無
期
懲
役
の

前
科
は
、
死
刑
の
選
択
に
と

っ
て
決
定
的
な
影
響
力
を
有
し
て
い
る
と
言
え
よ
う
。

こ
れ
に
対
し
、
有
期
懲
役
は
若
干
事
情
を
異
に
し
て
い
る
。
即
ち
、
有
期
懲
役

中
最
も
重

い
同
種
前
科
の
回
が
、
無
期
懲
役
を
選
択
す
る
理
由
の

一
つ
と
し
て
、

「
前
科
が
強
姦
未
遂
、
殺
人
、
窃
盗
等
で
懲
役

一
四
年
に
と
ど
ま

っ
た
」
こ
と
を

指
摘
し
て
い
る
こ
と
か
ら
考
え
る
と
、

(同
種
)
有
期
懲
役
仮
出
獄
中
の
犯
行
で

あ
る
と
い
う
事
実
は
、
少
な
く
と
も
そ
れ
自
体
と
し
て
、
死
刑
を
選
択
さ
せ
る
べ

き
ほ
ど
の
情
状
で
は
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

他
方
、
前
科
無
の
団
回
回
は
、
後
二
者
が
死
刑
を
科
し
て
お
り
、
被
殺
者

二
名

の
場
合
に
は
、
初
犯
で
も
死
刑
が
適
用
さ
れ
る
か
の
よ
う
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
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ら
、
国
回
で
は
、

(矯
正
可
能
性
の
と

こ
ろ
で
述

ぺ
る
よ
う
に
)
第

二
犯
行

へ
と

至
る
経
過
が
重
視
さ
れ
、
そ
こ
で
は
、
前
科
無
も
考
慮
さ
れ
る
ぺ
き

一
つ
の
要
素

と
捉
え
ら
れ
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
よ
う

に
思
わ
れ
る
。

(回
に
つ
い
て
は
次
に
述

ぺ
る
)

ω

計

画

性

唯

一
の
計
画
性
有
の
事
例
は
回

の
第

二
犯
行

で
あ
る
。
も

っ
と
も
、
回

の
控
訴

審
の
回
は
、
第
二
犯
行
に
つ
い
て
も
計
画
性
が
な
い
と
し
て
お
り
、
こ
の
二
つ
の

判
決
例
は
、
計
画
性
の
有
無
が
重
要
な
量
刑
要
素

で
あ
る
こ
と
を
物
語

っ
て
い
る

だ
け
で
な
く
、
計
画
性
の
有
無
の
評
価

の
不
安
定
さ
を
示
唆
し
て
い
る
よ
う
に
思

わ
れ
る
。

計
画
性
の
有
無
に
関
し
さ
ら
に
問
題

と
な
る
の
が
未
必
の
故
意
の
事
例
の
回
で

あ
る
。
東
京
弁
護
士
会
は
、
回
に
つ
い
て
、

「
殺
意
を
認
定
し
た
と
は
い
え
未
必

の
故
意
に
と
ど
ま
る
と
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
死
刑
を
適
用
さ
れ
た
も
の
と
し
て

は
他
に
あ
ま
り
多
く

の
例
を
み
な
い
。

二
つ
の
事
実
に
つ
き
無
罪
を
争

っ
て
い
る

こ
と
が
死
刑
選
択
に
際
し
極
め
て
重
要
視
さ
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
り
、
問
題
が
あ

る
」
と
評
価
し
て
い
亀

既
述
の
よ
う

に
、
単
純
殺
人
の
楊
合
、
未
必
の
故
意
は

量
刑
上
か
な
り

(
あ
る
い
は
決
定
的

に
)
重
視
さ
れ
て
お
り
、
未
必
の
故
意
の
事

例
に
対
し
て
死
刑
が
適
用
さ
れ
る
の
は
、
何
か
極
め
て
特
別
の
事
情
が
存
在
す
る

ケ
ー
ス
に
限
定
さ
れ
る
と
言
え
よ
う
。
し
か
し
な
が
ら
、
単
純
殺
人
の
未
必
の
故

意
の
ケ
ー

ス
は
、
い
ず
れ
も
、

一
つ
の
機
会
に
数
人
を
未
必
の
故
意
に
基
づ
き
殺

害
し
た
と
い
う
も
の
で
あ

っ
た
。
然

る
に
、
回
は
、
異
な
る
機
会
に
二
回
の
強
姦

殺
人
並
び
に

一
回
の
強
姦
を
行

っ
て
お
り
、
そ
の
意
味
に
お
い
て
、
単
純
殺
人
の

未
必
の
故
意
の
事
例
と
は
異
な

っ
て

い
る
と
理
解
す
る
可
能
性
も
残
さ
れ
て
い
る

か
も
し
れ
な
い
。

ω

犯
行
の
態
様

(殺
害
方
法
の
執
拗
性

。
残
虐
性
)

殺
害
方
法
と
し
て
は
、
刃
物
で
の
滅
多
突
き
回
團
、
あ
る
い
は
、
鈍
器
で
の
殴

打
回
固
も
あ
る
が
、
本
罪
の
場
合
、
計

画
性
が
な
く
本
来
的
凶
器
の
使
用
が
比
較

的
少
な
い
た
め
に
、
絞
殺
が
圧
倒
的
に
多
数
で
あ
る
。

ま
ず

こ
の
絞
殺
で
あ
る
が
、
国
が

「
兇
器
の
使
用
も
な
い
な
ど
、
同
種
事
案
に

比
し
て
特
段
に
残
虐
な
も
の
と
ま
で
は
認
め
ら
れ
な
い
」
と
判
示
し
た
の
に
対
し
、

控
訴
審
の
回
は
、
被
望
暑

が
息
を
吹
返
し
た
と
こ
ろ
と
ど
め
を
さ
す
た
め
に
さ
ら

に
頸
を
絞
め
た
点
を
捉
え
て
、

「殺
意
が
い
か
に
強
固
な
も
の
で
あ
っ
た
か
を
窺

わ
せ
る
に
十
分
な
も
の
で
あ
り
、
ま
こ
と
に
戦
標
を
禁
じ
え
な

い
鬼
畜
に
も
等
し

い
振
舞
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
判
示
し
て
お
り
、
他
の
絞
殺
の
事
例
も
、

む
し
ろ
、
回
と
同
様
の
厳
し
い
評
価
を
下
し
て
い
る
と
言
え
よ
う
。
し
か
し
、
そ

れ
が
ど
の
程
度
量
刑
に
影
響
を
及
ぼ
し
て
い
る
か
は
明
か
で
な
い
。

そ
れ
に
対
し
、
回
固
囮
は
事
情
を
異
に
し
て
い
る
。
ま
ず
固
は
、
殺
害
方
法
の

残
酷
性
を
厳
し
ぐ
非
難
し
て
、
死
刑
を
選
択
し
た
が
、
控
訴
審

の
回
は
、
犯
行
が

偶
発
的
で
あ

っ
て
、
狼
狽
と
恐
怖
の
も
と
に
行
わ
れ
た

(従

っ
て
、
計
画
性
が
な

か

っ
た
)
こ
と
を
強
調
し
た
上
で
、
犯
行
は
そ
れ
ほ
ど
残
酷
で
な
か

っ
た
と
理
解

し
て
い
る
、
あ
る
い
は
、
計
画
性
無
と
い
う
要
素
を
殺
害
方
法
の
残
酷
性
よ
り
も

重
視
す
ぺ
し
と
理
解
し
て
い
る
か
の
よ
う
で
あ
り
、
従

っ
て
、
犯
行
態
様

(
及
び

計
画
性
)
に
対
す
る
評
価
の
違
い
が
量
刑
の
違
い
を
導
く

一
つ
の
重
要
な
要
因
と

な

っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

最
後
に
、
囮
は
、
死
体
を
焼
熾
し
て
お
り
、
こ
こ
で
も
や
は
り
、
群
を
抜
い
て

残
酷
な
殺
害
方
法
は
、
死
刑
の
選
択
に
極
め
て
重
要
な
影
響
を
与
え
た
よ
う
に
思

わ
れ
る
の
で
あ
る
。

㈲

矯
正
可
能
性

強
姦
殺
人
の
場
合
、
性
犯
罪
と
い
う
特
殊
性
、
あ
る
い
は
、
常
習
的
犯
行
と
い

う
特
殊
性
故
に
、
矯
正
可
能
性
の
有
無
が
量
刑
上
重
要
な
要
素
と
な

っ
た
と
思
わ

れ
る
ケ
ー
ス
が
比
較
的
多
い
。
そ
れ
ら
の
ケ
ー
ス
に
お
け
る
矯
正
可
能
性
の
有
無

と
量
刑
と
の
対
応
関
係
を
み
て
み
る
に
、
当
然
の
こ
と
で
あ
ろ
う
が
、
矯
正
可
能

性
有
と
さ
れ
た
も
の
は
全
て
無
期
懲
役
に
国
回
回
回
、
矯
正
可
能
性
無
と
さ
れ
た

も
の
は
全
て
死
刑
と
な

っ
て
い
る
囚
固
回
。
問
題
は
、
同

一
事
件
に
つ
い
て
矯
正
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可
能
性
の
判
断
が
分
か
れ
た
回
固
と
回
回

で
あ
る
。

原
審
の
固
は
前
科
並
び
に
四
〇
歳

と
い
う
年
齢
を
根
拠
に
矯
正
可
能
性
を
否
定

し
た
の
に
対
し
、
控
訴
審
の
回
は
、

平
素

の
生
活
に
格
別
粗
暴
な
点
が
な
か

っ
た

こ
と

(等
)
を
根
拠
に
矯
正
可
能
性

を
肯
定
し
た
。

ま
た
、
回
は
、
第

一
犯
行
を
偶
発

的
と
し

つ
つ
も
、
こ
の
第

一
犯
行
を
機
に
自

省
自
戒
す
べ
き
に
も
拘
ら
ず
、
平
然

と
生
活
を
送

っ
た
上
、
計
画
的
な
第

二
犯
行

に
及
ん
だ
こ
と
を
強
く
非
難
し
、
そ

こ
に
、

「悪
質
か
つ
強
固
な
被
告
人
の
犯
罪

性
向
が
極
め
て
明
瞭
に
発
現
し
た
」

と
判
示
し

つ
つ
死
刑
を
言
渡
し
た
。
こ
れ
に

対
し
、
控
訴
審
の
回
は
、
前
科
無
、

平
素

の
生
活
状
態
が
よ
い
こ
と
、
第

一
犯
行

の
後
犯
行
発
覚
を
恐
れ
戦
々
恐
々
と
暮
ら
し
て
い
た
こ
と
、
現
在
で
は
反
省
し
て

い
る
こ
と
、
三
九
歳
と
い
う
年
齢
、
等
を
根
拠
に
矯
正
可
能
性
を
認
め
た
上
で
、

無
期
懲
役
を
選
択
し
た
の
で
あ
る
。

こ
れ
ら
四
つ
の
判
決
を
み
る
と
、
幾

つ
か
の
素
朴
な
疑
問
が
浮
か
ん
で
く
る
。

ま
ず
第

一
は
、
年
齢
で
あ
る
。
詳
言
す

る
と
、
固
は

「
四
〇
歳
に
な

っ
た
被
告
人

が
こ
の
面
に
お
い
て
改
善
し
得
る
可
能
性
は
低
く
、
再
犯
の
虞
は
非
常
に
高
い
と

い
わ
ざ
る
を
得
な
い
」
と
判
示
し
た

の
に
対
し
、
回
は

「当
三
九
歳
の
年
齢
を
も

考
慮
ず
る
と
、
被
告
人
に
は
、
矯
正

の
余
地
が
な
お
残
さ
れ
て
い
る
も
の
と
み
る

の
が
相
当
で
あ
る
」
と
判
示
し
、
ほ
ぼ
逆

の
判
断
と
な
っ
て
い
る
。
第

二
は
、
犯

行
後
の
生
活
態
度
に
つ
い
て
国
回
が
異
な
る
判
断
に
達
し
て
い
る
点
で
あ
る
。

右
の
こ
と
か
ら
考
え
る
と
、
矯
正

可
能
性

の
有
無
の
判
断
は
極
め
て
微
妙
で
あ

り
、
そ
れ
が
、
死
刑
の
量
刑
を
不
安
定

に
な
さ
し
め
る

一
つ
の
原
因
と
な

っ
て
い

る
よ
う
に
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

伺

社
会
的
影
響

強
姦
殺
人
の

一
つ
の
特
徴
が
、
幼
女
が
被
害
者
と
な
る
ケ
:
ス
が
少
な
か
ら
ず

存
在
す
る
と
い
う
点
で
あ
る
。

こ
の
点

に
関
し
、
固
が

「本
件
犯
行
は
、

八
重
山

の

一
般
市
民
、
と
り
わ
け
女
の
子
を
持

つ
親
に
対
し
測
り
知
れ
な
い
恐
怖
と
不
安

の
念
を
抱
か
せ
、
子
供
た
ち
に
も
大
人

に
対
す
る
強
い
不
信
感
を
植
え

つ
け
る
こ

と
に
な

っ
た
の
で
あ
り
、
学
校
関
係
者

や
地
域
住
民
の
被
告
人
に
対
す
る
処
罰
感

情
は
厳
し
く
、
そ
の
ほ
と
ん
ど
が
極
刑
を
望
ん
で
い
る
こ
と
は
、
十
分
考
慮
さ
れ

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
述
ぺ
て
い
る
よ
う
に
、
幼
女

(児
)
が
被
害
者

で
あ
る

場
合
に
は
、
社
会
的
影
響
は
や
は
り
格
別
大
き
く
、
少
な
く
と
も
固
に
お
い
て
は
、

そ
の
点
が
死
刑
選
択
に
少
な
か
ら
ぬ
影
響
を
及
ぼ
し
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
の
で
あ

る
。

回

身
代
金
誘
拐
毅
人

田

結
果
の
重
大
性

(被
殺
者
の
数
)
と
量
刑

身
代
金
誘
拐
殺
人
事
件
を
被
殺
者
及
び
量
刑
の
観
点
か
ら
整
理
す
る
と
、
以
下

の
よ
う
に
な
る
。
な
お
、

こ
こ
で
は
、
殺
害
方
法
に
つ
い
て
の
み
簡
単
な
説
明
を

加
え
て
お
い
た
。

(被
殺
者

一
名
無
期
懲
役
)

国
東
京
高
裁
昭
六
〇
年
三
月
二
〇
日
判
決

・
判
時

一
}
五
九
号

一
六
七
頁
。

誘
拐
し
た
二
日
後
泣
き
出
し
た
五
歳

の
幼
児
を
な
だ
め
た
に
も
拘
ら
ず
泣

き
止
ま
な
か

っ
た
た
め
、
犯
行
発
覚
を
恐
れ

て
絞
殺
し
た
上
死
体
を
山
中

に
埋
め
て
遺
棄
。
殺
害
後
も
身
代
金
を
要
求
し
続
け
る

(被
殺
者

一
名
死
刑
)

回
最
高
裁
第

一
小
法
廷
昭
六
二
年
七
月
九
日
判
決

・
判
時

一
二
四
二
号

=
二

一
頁
。
誘
拐
直
後
絞
殺
し
た
上
死
体
を
梱
包
し
、
そ
の
三
日
後
死
体
に
重

石
を

つ
け

て
川
に
投
棄
。
殺
害
後
身
代
金
要
求

回
最
高
裁
第

一
小
法
廷
昭
六
三
年
四
月
二
八
日
判
決

・
刑
事

二
四
九
号
四
二

五
頁
。
誘
拐
直
後
ク

ロ
ロ
ホ
ル
ム
に
よ
り
意
識
不
明
の
状
態
に
し
て
殺
害

し
よ
う
と
し
た
際
姦
淫
行
為
に
及
ん
だ
が
目
的
を
遂
げ
ず
窒
息
死
さ
せ
た

後
、
死
体
を
山
道
脇
の
草
む
ら
に
遺
棄
っ
殺
害
後
身
代
金
要
求

団
福
岡
高
裁
平
三
年
三
月
二
六
日
判
決

・
判
時

=
二
八
七
号

一
四
五
頁
。
誘

拐
直
後

コ
ソ
ク
リ
ー
ト
ブ
ロ
ッ
ク
を
合
計

一
〇
回
以
上
投
げ

つ
け
る
な
ど
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し
て
命
乞
い
を
す
る
被
害
者
を
殺
害
。
そ
の
後
、
右
被
害
者
と
と
も
に
誘

拐
し
た
女
性
を
い
ず
れ
殺
害
す
る
つ
も
り
で
監
禁
し
た
上
輪
姦
し
つ
つ
一

二
日
間
連
れ
回
し
た
。
殺
害
後
身
代
金
要
求

(被
殺
者
二
名
死
刑
)

固
富
山
地
裁
昭
六
三
年
二
月
九

日
判
決

・
判
時

一
二
八
八
号

三
頁
。
第

一
犯

行
は
誘
拐
し
た
八
日
後
睡
眠
薬
を
投
与
し
て
熟
睡
さ
せ
た
上
絞
殺
後
死
体

を
遺
棄
。
第

二
犯
行
は
誘
拐

の
数
時
間
後
に
同
方
法
に
よ
り
殺
害

の
上
死

体
を
遺
棄
し
た
後
、
身
代
金
要
求

回
名
古
屋
高
裁
平
元
年
三
月
三

一
日
判
決

・
判
タ
七
九
九
号
四
八
頁

(固
の

控
訴
審

ヴ
同
)

右
の
分
類
か
ら
明
ら
か
な
よ
う
に
、
身
代
金
誘
拐
殺
人
事
件
は
、
最
も
厳
し
い

量
刑
が
行
わ
れ

て
い
る
と
言
え
よ
う
。

切

動

機

身
代
金
誘
拐
殺
人
の
場
合
、
金
銭
欲
が
そ
の
動
機
で
あ
る
こ
と
は
当
然
で
あ
ろ

う
が
、
囚
が
端
的
に
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、

「安
否
を
気
づ
か
う
近
親
者
の
憂
慮

に
乗
じ
て
身
代
金
を
要
求
す
る
」
と
い
う
点
が
、
厳
し
い
量
刑

の

一
つ
の
理
由
で

ハヨ

あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。

㈹

犯
行
の
態
様

(殺
害
方
法
の
執
拗
性

・
残
虐
性
)

こ
の
種
の
犯
罪

の
犯
行
態
様
に
関

し
特
筆
す
べ
き
は
、
殺
害
時
期
が
極
め
て
重

視
さ
れ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
点
で
あ
る
。
即
ち
、
回
は

「
誘
拐
に
成
功
す
る
や
直

ち
に
被
誘
拐
者
を
殺
害
し
、
足
手
ま

と
い
を
な
く
し
た
上
で
そ
の
生
存
を
装
い
身

代
金
を
要
求
す
る
と
い
う
よ
う
な
事
案
と
は
、
悪
質
さ
の
程
度

に
お
い
て
若
干
の

差
異
が
あ
る
こ
と
も
否
定
で
き
な
い
」
と
判
示
し
て
お
り
、
ま
た
、
囚
も
、

「身

代
金
目
的
で
拐
取
し
、

そ
の
直
後
に
殺
害
し
た
う
え
、
安
否
を
気
づ
か
う
近
親
者

の
憂
慮
に
乗
じ
て
身
代
金
を
要
求
す

る
犯
罪
が
、
極
め
て
反
社
会
性
の
強
い
も
の

で
あ
る
こ
と
は
多
言
を
要
し
な
い
」

と
判
示
し
て
い
る
こ
と
か
ら
す
る
と
、

(極

め
て
当
然
の
こ
と
で
あ
ろ
う
が
)
殺
害
時
期
は
極
め
て
重
要
な
意
義
を
有
し
て
い

る
と
思
わ
れ
る
。
事
実
、
回
回
囚
固
回
は
誘
拐
成
功
直
後
の
殺
害
で
あ
り
、
誘
拐

直
後

の
殺
害
と
死
刑
と
の
間
に
完
全
な
対
応
関
係
が
認
め
ら
れ
た
。

も

っ
と
も
、
回

と
回

(回
)
国
の
間
に
は
、
殺
害
方
法
の
残
酷
性
に
格
段
の
違

い
が
存
在
し
て
お
り
、
こ
の
点
も
、
量
刑
に
少
な
か
ら
ぬ
影
響
を
与
え
た
と
評
価

す
る
こ
と
が
許
さ
れ
る
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
。

ω

計

画

性

こ
の
種
の
犯
罪
の
場
合
、
完
全
に
計
画
性
が
な
く
全
く
突
発
的
あ
る
い
は
衝
動

的
に
犯
行
に
至
る
こ
と
は
常
識
的
に
考
え
に
く
い
で
あ
ろ
う
。
事
実
、
全
て
の
ケ
ー

ス
に
お
い
て
何
ら
か
の
計
画
性
が
認
め
ら
れ
た
が
、
回
は
若
干
事
情
を
異
に
し
て

い
る
。
即
ち
、
国

は
、
身
代
金
誘
拐
を
計
画
し
た
が
、
被
誘
拐
者
を
決
定
す
る
こ

と
も
な
く
、
偶
然
出
会

っ
た
幼
児
を
た
め
ら
い
な
が
ら
誘
拐
し
、
そ
の
二
日
後
、

同
児
が
泣
き
出
し
た
こ
と
が
引
金
と
な

っ
て
殺
害
し
た
と
い
う
事
案
で
あ
る
。
既

に
述

べ
た
計
画
性
の
有
無
の
基
準
か
ら
す
る
と
、
回
は
む
し
ろ
計
画
性
無
、
あ
る

い
は
少
な
く
と
も
、
計
画
性
が
弱
い
と
し
て
、
被
告
人
に
有
利
な
事
情
と
な
る
と

予
想
さ
れ
る
が
、
事
実
、
回
は

「
金
員
奪
取
の
目
的
の
た
め
、
あ
ら
か
じ
め
綿
密

周
到
な
計
画
を
立
て
、
十
分
な
準
備
を
と
と
の
え
た
上
、
捜
査
機
関
の
追
求
を
も

巧
妙
に
ふ
り
切

っ
て
着

々
と
実
行
し
た
と
い
う
よ
う
壮
事
案

(
中
略
)
と
は
、
悪

質
さ
の
程
度
に
お
い
て
若
干
の
差
異
が
あ
る
こ
と
も
否
定
で
き
な
い
」
と
判
示
し

て
い
る
。

こ
れ
に
対
し
、
回
以
下
の
事
件
は
、
殺
害
用
具
を
予
め
準
備
す
る
な
ど
、
用
意

周
到
に
準
備
が
な
さ
れ
た
事
案
で
あ

っ
て
、
そ
れ
ら
は
、
全
て
死
刑
が
選
択
さ
れ

て
お
り
、
こ
こ
で
は
、
計
画
性
の
有
無
と
死
刑
、
し
く
は
無
期
憲
役
と
の
間
に
完

全
な
対
応
関
係
が
認
め
ら
れ
た
。

㈲

前

科

そ
れ
以
外
に
注
目
さ
れ
る
の
は
、
こ
こ
で
は
、
さ
し
た
る
前
科
が
あ
る
の
は
せ

い
ぜ
い
囚

(
二
度
の
少
年
院
送
致
)
く
ら
い
あ
り
、
金
銭
目
的
と
い
う
点
に
お
い

て
共
通
す
る
強
盗
と
は
全
く
事
情
を
異
に
し
て
い
る
。
逆
に
言
え
ぱ
、
前
科
や
余
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罪
が
な
い
に
も
拘
ら
ず
、
ほ
と
ん
ど
の
ケ
ー

ス
に
お

い
て
死
刑
が
科
さ
れ
て
い
る

と
い
う
こ
と
か
ら
考
え
る
と
、
身
代
金
誘
拐
殺
人
事
件
は
、
当
該
犯
行
そ
れ
自
体

が
非
常
に
厳
し
く
取
り
扱
わ
れ
て
い
る
と
言
え
よ
う
。

伺

一
般
予
防

身
代
金
誘
拐
殺
人
で
は
、

一
般
予
防
的
考
慮
が
強
く
働
く

こ
と
は

一
般
に
指
摘

ハ
ロ
リ

さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
事
実
、
囚
固

(回
の
第

一
審
判
決
)
も
端
的
に

そ
の
旨
を
述
べ
て
い
る
。

ω

改
峻
の
情

最
後
に
改
俊

の
情
で
あ
る
が
、
回
が
、

「
一
般
に
重
大
犯
罪
を
敢
行
し
た
者
は
、

結
果
の
重
大
さ
を
見
て
深
く
悔
悟
す

る
こ
と
も
少
な
く
な
い
し
、
被
告
人
も
ま
た

そ
の
例
外
で
は
な
い
け
れ
ど
も
、
同
時
に
こ
の
こ
と
に
よ
っ
て
た
や
す
く
そ
の
罪

責
が
消
滅
」
、
あ
る
い
は
軽
減
さ
れ
る
も
の
で
は
な

い
」
と
判
示
し
て
い
る
よ
う

に
、
改
俊

の
情
そ
れ
自
体
が
、

(
恐
ら
く
罪
種
に
拘
ら
ず
)
重
要
な
量
刑
要
素
と

な
り
得
る
か
は
疑
問
の
残
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

三
、
共
通
の
量
刑
基
準
の
定
立

ハ
ヨ

こ
こ
ま
で
は
、
罪
種
毎
に
死
刑
の
基
準
を
検
討
し
て
き
た
が
、
各
罪
種
の
量
刑

基
準
の
特
殊
性
は
、
動
機
等
の
各
要
素
に
還
元
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
り
、
従

っ

て
、
こ
れ
ま
で
の
罪
種
毎
の
検
討
か
ら
、
以
下
の
よ
う
な
各
罪
種
に
共
通
す
る
基

準
を
導
き
出
す
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
但
L
、

一
家
心
中
事
件
に

つ

い
て
は
死
刑
判
決
が
見
当
ら
ず
、
従

っ
て
、

一
家
心
中
の
死
刑
の
量
刑
基
準
は
不

明
の
ま
ま
で
あ
る
。

ω

無
期
懲
役
の
前
科

ま
ず
第

一
は
無
期
懲
役
の
前
科
で
あ
る
。
無
期
懲
役
の
前
科
が
存
在
す
る
場
合

に
は
、
被
殺
者
の
数
や
罪
種
に
拘
ら
ず
、
死
刑
が
科
さ
れ
る
。

ω

被
殺
者

三
名
以
上

第

二
は
被
殺
者
三
名
以
上
で
あ
る
。
被
殺
者
三
名
の
場
合
は
、
原
則
死
刑
が
科

さ
れ
て
い
る
。
従

っ
て
よ
ほ
ど
の
事
情
が
な
い
限
り
、
死
刑
は
回
避
さ
れ
得
な
い

の
で
あ
る
が
、
単
純
国
は
ま
さ
し
く
こ
の
よ
う
な
極
め
て
例
外
的
な
ケ
ー
ス
で
あ

る
と
言
え
よ
う
。

㈲

被
殺
者

一
名

右
の
二
つ
の
基
準
は
比
較
的
明
確
か
つ
安
定
的
で
あ
る
が
、
問
題
は
、
以
上
の

い
ず
れ
に
も
該
当
し
な
い
被
殺
者

一
名

・
二
名
の
ケ
ー
ス
で
あ
る
。
そ
の
量
刑
基

準
を
考
え
る
出
発
点
と
し
て
、

「重
い
前
科
の
な
い
被
告
人
が
、
悪
し
き
動
機

に

基
づ
き
、
と
り
わ
け
残
酷
な
方
法
で
計
画
的
に
殺
害
し
た
」
と
い
う
標
準
的
ケ
ー

ス
を
想
定
し
て
み
る
。
こ
の
標
準
的
ケ
ー
ス
に
は
、
遺
族
の
被
害
感
情

・
社
会
的

影
響

・
改
俊
の
情
等
の
要
素
が
考
慮
さ
れ
て
い
な
い
と
批
判
さ
れ
る
か
も
し
れ
な

い
が
、
既
に
明
ら
か
な
よ
う
に
、
殺
人
事
件
で
あ
る
以
上
、
被
害
感
情
や
社
会
的

影
響
が
大
き
く
、
被
告
人
が
反
省
し
て
い
る
こ
と
は
、
む
L
ろ
当
然
で
あ

っ
て
、

標
準
的
ケ
ー
ス
の
中
に
敢

て
挿
入
す
る
必
要
は
な
い
と
考
え
た
か
ら
で
あ
る
。

　

　

　

被
殺
者

一
名
死
刑
の
判
決
例
に
は
、
い
ず
れ
も
こ
の
標
準
的
ケ
ー
ス
を
少
な
か

へ

　

ら
ず
上
回
る
事
情
が
存
在
し
て
い
る
。
即
ち
、
例
え
ば
、
単
純
回
は
殺
人
未
遂
等

の
余
罪

・
暴
力
団
関
与
、
単
純
回
は
群
を
抜
い
て
残
酷
な
殺
害
方
法

・
爆
発
物
事

件
と
い
う
特
殊
な
社
会
的
影
響
、
強
盗
回
回
は
群
を
抜
い
て
残
酷
な
殺
害
方
法
、

強
盗
回
は
殺
人
未
遂
の
余
罪
、
強
盗
回
は
動
機
が
極
め
て
悪
質

・
比
較
的
重
い
前

科

・
警
官
殺
害
と

い
う
特
殊
た
社
会
的
影
響
、
で
あ
る
。

問
題
は
強
姦
の
固

で
あ
る
。
国
は
、

一
方
に
お
い
て
、
幼
女
に
対
す
る
狼
褻
誘

拐
等
の
同
種
の
前
科
、
並
び
に
、
幼
女
殺
害
と
い
う
極
め
て
大
き
な
社
会
的
影
響

が
存
在
す
る
が
、
他
方
に
お
い
て
、
同
種
前
科
が
最
高
で
も
懲
役
三
年
に
と
ど
ま

っ

て
い
る
こ
と
、
並
び
に
、
殺
害
の
点
に
つ
い
て
計
画
性
が
な
い
こ
と
か
ら
考
え
る

と
、
標
準
的
ケ
ー
ス
と
の
比
較
が
非
常
に
困
難
で
あ
る
。
そ
れ
故
に
、
審
級
に
よ
っ

て
量
刑
が
分
か
れ
た
の
で
あ
ろ
う
が
、
国
の
よ
う
に
矯
正
可
能
性
無
と
判
断
す
る

　

ヘ

ヘ

ヘ

へ

な
ら
ば
、
標
準
的
ケ
ー
ス
を
少
な
か
ら
ず
上
回
る
と
言
え
よ
う
。
こ
れ
に
対
し
、

控
訴
審
の
囹
の
よ
う
に
、
矯
正
可
能
性
有
と
判
断
し
、
か
つ
、

(原
審
の
段
階
で
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は
明
ら
か
と
な
っ
て
い
な
か
っ
た
)
脳
気
質
障
害
の
影
響
を
認
め
る
場
合
に
は
、

標
準
ケ
ー
ス
を
下
回
る
こ
と
に
な
る
と
思
わ
れ
る
。

最
後
に
身
代
金
誘
拐
殺
人
に
つ
い
て
も
こ
の
基
準
は
妥
当
す
る
と
言
え
よ
う
。

即
ち
、
既
述
の
よ
う
に
、
誘
拐
殺
人

で
は
、
動
機
の
悪
質
性
や
犯
行
態
様

(就
中

殺
害
時
期
)
が
重
視
さ
れ
、
か
つ
、

一
般
予
防
的
考
慮
が
強
く
働
く
の
で
あ
る
が
、

身
代
金
誘
拐
殺
人
は
、

こ
の
三
つ
の
点

に
お
い
て
、
右

の
基
準
を
少
な
か
ら
ず
上

回
る
が
故
に
、
死
刑
が
科
さ
れ
る
ケ
ー

ス
が
多
い
と
評
価
す
る
こ
と
が
可
能
な
よ

う
に
思
わ
れ
る
。

ω

被
殺
者
一
一名

被
殺
者

二
名
の
場
合
、

一
名
の
場
合

と
異
な
り
、
右

の
標
準
的
ケ
ー

ス
で
は
、

原
則
死
刑
と
言
う
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
事
実
、
無
期
懲
役
の
ケ
ー
ス
は
全
て
こ
の

標
準
的
ケ
ー
ス
を
下
回

っ
て
い
る
。
即
ち
、
単
純
囚
固
は
未
必
の
故
意
、
単
純
回

は
動
機

・
殺
害
方
法

・
非
社
会
性
、
単
純
回
は
動
機

・
計
画
性
、
強
盗
図
は
心
神

耗
弱
回
、
強
姦
回
は
計
画
性
無
、

で
あ
る
。

付
言
し
て
お
く
べ
き
は
、
単
純
回
圖
、
強
姦
回
で
あ
る
。

こ
れ
ら
は
、
計
画
性

無
と
い
う
点
で
、
右
の
標
準
ケ
:
ス
を
下
回
る
が
、
群
を
抜
い
て
残
酷
な
殺
害
方

法
が
死
刑
を
選
択
さ
せ
た
と
評
価
す
る
こ
と
が
で
き
、
そ
の
意
味
に
お
い
て
、
標

準
的
ケ
:
ス
と
同
等
あ
る
い
は
そ
れ
を
上
回
る
と
評
価

で
き
る
。

問
題
な
の
は
強
姦
回
薗

で
あ
る
。
回

は
第

一
犯
行
は
計
画
性
無
、
回
は
未
必
の

故
意
で
あ
り
、
従

っ
て
、
標
準
的
ケ
ー

ス
を
下
回
る
と
も
言
え
よ
う
。
し
か
し
、

既
述
の
よ
う
に
、
機
会
を
異
に
す
る
犯
行

で
あ
る
こ
と
回
回
、
あ
る
い
は
、
第

二

犯
行

へ
と
至
る
過
程
を
重
視
し
つ
つ
矯

正
可
能
性
を
否
定
す
る
場
合
に
は
回
、
標

準
的
ケ
ー
ス
と
同
等
あ
る
い
は
若
干
そ
れ
を
上
回
る
と
評
価
す
る
こ
と
が
で
き
る

よ
う
に
も
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
に
も
拘
ら
ず
、
や
は
り
未
必
の
故
意
の
回

の
量
刑
に
は
多
く
の
疑
問
が
残
る
と

こ
ろ
で
あ
る
。

四
,
結

臨

以
上
、
罪
種
毎
の
検
討
を
踏
ま
え
た
上
で
、
共
通
の
量
刑
基
準
を
定
立
す
る
こ

と
を
試
み
た
わ
け
で
あ
る
が
、
審
級
に
よ

っ
て
量
刑
が
分
か
れ
た
ケ
ー
ス
が
存
在

す
る
こ
と
も
考
え
併
せ
た
場
合
、
そ
こ
に
は
蔑
つ
か
の
間
題
が
残
さ
れ
て
い
る
よ

う
に
思
わ
れ
る
。

ま
ず
第

一
は
、

(当
然
の
こ
と
で
あ
ろ
う
が
)
既
述
の
量
刑
基
準
は
従
来
の
判

決
例
か
ら
導
き
出
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
と
い
う
点
で
あ
る
。
詳
言
す
れ
ば
、
例
え

ば
、
被
害
者
に
も
重
大
な
落
度
が
あ
る

・
未
必
の
故
意
、
等

(前
科
を
除
く
)
全

て
の
事
情
が
被
告
人
に
極
め
て
有
利
な
ケ
ー
ス
な
ら
ば
、
無
期
懲
役
の
前
科
が
存

在
す
る
場
合
で
も
、
死
刑
が
回
避
さ
れ
る
可
能
性
は
否
定
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。

第
二
は
、
強
姦
殺
人
に
特
有
の
問
題
で
あ
る
。
こ
の
種
の
犯
罪
は
、

一
方
で
、

殺
害
に
関
す
る
計
画
性
が
な
い
場
合
が
殆
ど
で
あ
る
が
、
他
方
に
お
い
て
、
性
犯

罪
な
い
し
常
習
的
犯
行
と
い
う
特
殊
性
が
認
め
ら
れ
る
た
め
、
そ
の
い
ず
れ
に
重

点
を
置
く
か
に
よ

っ
て
量
刑
が
不
安
定
に
な
る
傾
向
が
あ
る
。
さ
ら
に
、
性
犯
罪

な
い
し
常
習
的
犯
行
と
い
う
事
情
は
、
矯
正
可
能
性
と
い
う
評
価
が
極
め
て
困
難

な
要
素
と
密
接
に
関
連
し
て
い
る
た
め
に
、
量
刑
が

一
層
不
安
定
に
な
ら
ざ
る
を

得
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

第
三
は
、
各
要
素
間
に
お
け
る
力
点
の
置
き
方
の
違
い
と
い
う
問
題
で
あ
る
。

そ
の
典
型
例
と
し
て
、
ま
ず
単
純
回
回
は
、
未
必
の
故
意
を
重
視
す
る
か
そ
れ
と

も
殺
害
方
法

・
一
般
予
防
効
果
を
重
視
す
る
か
に
よ

っ
て
量
刑
が
分
か
れ
た
と
思

わ
れ
る
ケ
r
ス
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
強
姦
回
国
は
、
計
画
性
に
力
点
を
置
く
か
そ

れ
と
も
殺
害
方
法
の
残
虐
性
に
力
点
を
置
く
か
が
、
異
な
る
量
刑
に
至

っ
た
重
要

な
原
因
の

一
つ
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
従

っ
て
、
量
刑
上
ど
の
要
素
を
重
視

す
る
か
は
依
然
と
し
て
確
定
し
て
い
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

第
四
は
、
各
要
素
そ
れ
自
体
に
対
す
る
評
価
の
違
い
で
あ
り
、
そ
の
典
型
例
は

単
純
国
回
単
純
回
回
単
純
囮
國
で
あ
る
。
即
ち
、
単
純
国
回
は
動
機
、
単
純
回
回
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は
動
機
と
計
画
性
、
単
純
囮
國
は

一
家

心
中
か
ど
う
か
と
い
う

「
各
要
素
に
対
す

る
評
価
の
違
い
」
が
量
刑
の
違
い
を
導

い
た
と
思
わ
れ
る
ケ
!
ス
で
あ
り
、
こ
こ

に
も
、
不
安
定
さ
と
い
う
問
題
が
存
在

し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

右
の
よ
う
な
諸

々
の
問
題
は
、
死
刑

の
量
刑
が
必
ず
し
も
安
定
的
で
な
い
こ
と

を
示
し
て
い
る
と
言
わ
ざ
る
を
得
な

い
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
死
刑
と
無
期
懲
役

の
境
界
線
が
不
明
確
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
量
刑
上
何
に
も
ま
し
て
大
き
な
問

題
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
死
刑
の
量
刑
基
準
は
、
単
な
る
量
刑
上
の
問
題
に
と
ど
ま

ら
ず
、
死
刑
存
廃
の
議
論
に
も
深
く
関
連
す
る
。
そ
れ
故
、
判
例
の
死
刑
の
量
刑

基
準
が
果
し
て
安
定
し
て
い
く
の
か
、

そ
し
て
、

(安
定
し
て
い
く
と
し
て
も
)

ど
の
よ
う
な
方
向

へ
と
安
定
し
て
行
く

の
か
は
極
め
て
重
要
な
問
題
で
あ
り
、
今

後
も
判
例
の
動
向
を
注
意
深
く
見
守
り
た
い
。

門注
]

(
1
)
団
藤
重
光

・
死
刑
廃

止
論

(
一
九
九

一
年
)

二
五
五
頁
以

下

に
明
治
六
年
～

平
成

二

年
ま

で
の
死
刑
執
行

人
員

の

一
覧

衷
が
掲
載

さ
れ

て

い
る
。

ま
た
、
年
間

の
死
刑
執

行

人
員

に

つ
い
て
は
検
察

統
計

年
鞭

。
矯

正
統
計
年
報
参

照
。
年
間

の
死
刑
確
定

人
員

に

つ
い
て
は
検
察
統

計
年
鞭
参

照

(
2
)
死
刑
執
行
再
開

を
巡
る
議

論

に
つ
い
て
は
、
例

え
ば
、
菊

田
幸

一

「
破

ら
れ
た
死
刑

執
行

ゼ

ロ
の
記
録

」
法
学
セ
ミ
ナ
ー
四
六

二
号

(
一
九
九
三
年

六
月
)

二
二
頁
臥
下
。

死
刑

に
関
す

る
議

鈴

に
つ
い
て
は
極
め

て
多
く

の
文
献

が
あ
る
が
、
本
胎

稿
の
注

に
お

い
て
も
幾

つ
か
記

し

て
お

い
た

(
3
)
こ
の
判
決

に

つ
い
て
は
、

新
庄

一
朗

「
永

山
事
件
差

戻
し
上
告
審

判
決

の
経

緯
と
概

要

」
法

律

の

ひ
ろ
ば

四
三
巻

八
号

(
一
九

九

〇
年

八
月

)

四
頁

以
下
。

松
尾

浩

也

「
『
連
続
射

殺
事

件
』

最
高
裁
判

決
を
め
ぐ

っ
て
」

ジ

ュ
リ

ス
ト
七
九
八
号

(
一
九
八

三
年

九
月

)

一
二
頁
以
下

(
4
)
中

山
研

一

「
破
棄
差
戻
し
後

の
死
刑
判
決

の
確
定
-
連
続

射
殺
事

件
第

二
次
最
高

裁

判
決

を
め
ぐ

っ
て
ー

」
ジ

ュ
リ

ス
ト
九
六
〇
号

(
一
九
九
〇
年
七
月
)
七
六
頁

(
5
)
木
下
貴
司

「
永
山
最
高
裁
判
決

の
意
義
」
法
律

の
ひ
ろ
ば

三
六
巻

一
〇
号

(
一
九
八

三
年

一
〇
月
)

一
五
頁

(
6
)
第

二
東
京
弁
護
士
会
刑
法
改
正
対
策
特
別
委
員
会

死
刑
問
題
研
究
小
委
員
会

「
死
刑

判
決

の
量
刑
基
準

の
考
察
」
自
由
と
正
義
四

二
巻

一
〇
号

(
.一
九
九

一
年

一
〇
月
)
五

五
頁
以
下

(
7
)
死
刑
判
決

に
関
す
る
比
較
的
最
近
の
重
要
な
研
究

と
し
て
、
加
藤
松
次

「最
近

に
お

け
る
死
刑
判
決
言
渡
し

の
実
情
」
法
律

の
ひ
ろ
ぱ

四
三
巻

八
号

(
一
九
九
〇
年
八
月

V

三

一
頁
以
下
。
但
木
敬

唱

「
死
刑

に
至
る
量
刑

の
実
情

(
そ

の

一
)
1

永
山
判
決
以
来

の
最
高

裁
判
決

の
検

討
」

研
修
四
九

八
号

(
一
九

八
九
年

一
二
月

)
五
三
頁
以
下
、

「
同
H
ロ

四
九
九
号

(
一
九
九
〇
年

一
月
)
六

一
頁
以
下

(
8
)
例
え
ば
、
前
掲
第

二
東
京
弁
護
士
会
六

一
頁

(
9
)
例
え
ば
、
強
盗
國

・
身
代
金
囚
は
共
犯
事
件

で
あ
る
が
、
前
者
は

「
精
神
的
に
未
成

熟
な
少
年
ら
が
集
団
を
形
成
し
、
相
互
に
影
響

し
合

い
刺
激

し
合

い
同
調
し
合

っ
て
敢

行
し
た
も

の
で
あ
る

(
中
略
)
と
認
め
ら
れ
、
右
事
情
は
被
告
人
六
名

の
刑
責
を

量
定

す

る
に
つ
い
て
有
利

に
し

ん
し

ゃ
く
す

ぺ
き
も
の
と
い
う
べ
き

で
あ
る
」
と
判
示
し
て

お
り
、
ま
た
、
後
者
は

「
本
件

に
は
異
常

な
集

団
心
理

に
よ
る
犯
行
と
し

て
の

一
面
が

あ

る
こ
と
」
と
判
示
し

て
い
る

こ
と

に
鑑

み
る
と
、
共
犯
事
件

に
は
集

団
心
理
と
い
う

特
殊
な
量
刑
要
素
が
加
わ

る
場
合
が
あ
り
、

そ
れ
は
検
討
す
る

に
値
す
る
も

の
と
思
わ

れ

る
が
、
本
薗
稿

で
は
、
数
紙

の
関
係
上
、

こ
の
点

に
言
及
す
る

こ
と
は
断
念
し
た

(
10
)
本
文

で
掲
げ
た
判
決
例
以
外

に
、
被
殺
者

八
名
最
高
裁
第

三
小
法
廷
昭
六

二
年

三
月

二
四
日
判
決

・
判
時

一
二
二
八
号

二
二
頁

(連
統
企
業
爆
破
事
件
)
、
被
殺
者

一
三
名

及
び

一
六
名

(
共
犯
事
件
)
東
京
高
裁
昭
六

一
年

九
月

二
六
日
判
決

・
判
タ
六

二
三
号

二
二
九
頁

(
連
合
赤
軍
事
件

)
が
あ
り
、

い
ず

れ
も
当
然
死
刑
が
科
さ
れ

て
い
る
が
、

被
殺
者

の
数
が
極
め

て
多

い
た
め
に

(
ま
た
、
確
信
犯
あ
る

い
は
政
治
犯
と
い
う
特
殊

性
故

に
)
検
討

の
対
象

か
ら
除
外
し
た

(
11
)
前
掲
但
木

「
そ
の
昌
」

六
八
頁

(
12
)
単
純
囮

の
原
審
札
幌
地
裁

昭
五
八
年
三
月

一
一九
日
判
決

・
判
時

一
〇
八
七
号
三
三
頁
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も

「
爆

弾
事
件

は
小
人
数

で
の
犯
行
演
可
能

で
あ
り
、

し
か
も
爆

発
に
よ
る
証
拠

の
滅

失

な
ど
か
ら
犯
人
検

挙
が
極
め

て
困
難

で
あ
る
と
思

わ
れ
、

更
に
追
随
者

に
よ

る
連
鎖

反
応
を
起

こ
し
易

い
犯
罪
で
あ
る
こ
と
に
鑑

み
る
と
、

こ
の
種

爆
弾
事
件

に
対

し
て
は
、

一
般
予
防

・
社
会
防
衛
の
見
地
か
ら
厳
罰

が
必
嬰

で
あ
る
」
と
判
示
し

で
お
り
、
ま
た
、

蓮
綿

企
業
爆

破
事
件
の
東
京
地
裁
昭

五
四
年

一
一
月

一
二
日
判
決

・
判
時
九
七

三
号

二

四
頁
も
う

同
旨
を
述

ぺ
て
い
る
。

(
13
)
強

盗
殺
人

の
場
合
、
動
機
は
当
然
財
産

欲
あ
る

い
は
罪
証
潭
滅

(
逮
捕
を
免
れ

る
)

で
あ
る

こ
と
が
多

い
た
め
、
本
文

で
は
記

載
し
な
か
.っ
た
。
t
か
し
強
盗
回

に
は
注
意

を
要
す

る
。
即
ち
、
そ
れ
は
、
身
代
金
誘
拐

の
た
め
の
拳
銃
強
奪
を
目
的
と
し

て
お
り
、

従

っ
て
、
そ

の
動
機
は
、
身
代
金
誘
拐
殺

人
事
件
と
同
じ
く
極
め

て
悪
質
と
言

え
よ
う

(
14
)
前
掲
第

二
東
京
弁
護
士
会

一
三
二
頁

(
15
)

こ
の
点
は
罪
種
と

い
う
観
点
か

ら
捉

え
る

こ
と
も
可
能

で
あ
ろ

う
が
、
本
諭
稿

で
は

動
機

の
問
題
と
位
置
付

け
た

(
16
)
例
え
ば
、
前
掲
第

二
東
京
弁
護
士
会

六

一
頁
。
安

田
好
広

「
死
刑
廃

止
条
約

の
批
准

を
求
め
る
」
菊

田
幸

一
編
著

死
刑
廃

止
日
本

の
証
言

(
一
九
九

三
年

一
一
月

)

二
七
七

頁

(
17

)
死
刑

の
具

体
的
な

量
刑
基
準

に

つ
い

て
、

例
え
ぱ
、

前
掲
安

田
好
広

二
七

七
頁

は

「
過
去

の
判
例
を

み
て
み
ま
す
と
、
後

に
破
棄
さ
れ
た

一
部

の
判
例
を

除

い
て
、
強

盗

殺
人

で
被
害
者
が

二
名

以
上

の
場

合
、
強

姦
殺
人

で
被
害
者
が

二
名

以
上
の
場

合
、

爆

弾
を
破
裂
さ
せ

て

一
人

で
も

死
亡

さ
せ
た
場
A
只

身
代
金
誘
拐
殺
人

で
被
害
者

が
幼
児

で
計
画
性
が
あ

る
場
合

は
、
被
告

人

に
い
か

に
有
利

な
事
情
が

あ
ろ
う
と
も
、

確
実
と

言

っ
て
よ

い
ほ
ど

死
刑

に
な
り
ま

す
」

と
記
し

て
い
る
。
ま

た
、
前

掲
第

二
東

京
弁
護

士
会

六

一
頁
以
下

は
、

「
一
般
的

に
極
く
大
雑
把

に
言
う
と
、
強
盗

殺
人

の
場
合

に
被

害
者
が

二
人
以
上

で
あ

れ
ぱ

死
刑
、

一
人

の
場
合

に
は
情
状

に
よ
り
死
刑
と
無
期
懲
役

と

に
別
れ

る
と
言

わ
れ

て

い
る
」
、

ま
た
、
身
代
金
誘
拐
殺
人

に

つ
い
て
は

「
一
般
的

に
は
、

一
般
予
防

的
見

地
か
ら
被

害
者
が

一
人

で
あ

っ
て
も
概

ね
死
刑
と
な
る
と
言
わ

れ

て
い
る
」
、

さ
ら
に
、

「
単
純

殺
人

の
場
合
、

一
般
的

に
は
被
害
者

一
名

の
時
に
は

死
刑
に
は
な
ら
ず
、

二
名

以
上
の
時
も
情
状

に
よ
り
無
期
懲
役
の
場
合

も
あ
る
と
さ
れ

て
い
る
」

と
記

し
て

い
る

追

記

単
純
図

で
は
、
弁
護

人
か
ら
、

「
被
告
人

は
、
本
件
各
犯
行
当
時
、
単
純
型

な
い
し
は
潜

伏
型

の
精
神
分
裂
病

に
罹
愚
し
て

い
た
か
、

そ
の
前
駆
期

に
あ
り
、
そ
の
影
響
の
た
め
、
心

神
喪
失

な

い
し
心
神
耗

弱

の
状
態

に
あ

っ
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ

る
」
旨
の
主
張
が
な

さ
れ

た
。

裁
判
所

は
、
結
局
、

こ
の
主
張
を
斥

け
た
の

で
あ

る
が
、
脱
稿
後
開
催
さ
れ
た
犯
罪
関

係
四
学
会
合

同
大
会

(
一
九
九
四
年

一
一
月

)
に
お
け
る
極

め
て
貴
重
な
犯
罪
学
会
個
人
報

告

・
福

島
章

「
微
細
脳
器
質
性
格

変
化
症

状
群

(竃
田
O
O
O
ω
)
と
重
大

犯
罪

の
関
連

に

つ

い
て
」

に
よ

れ
ぱ

、

被
告

人

は
、

こ
の

竃
田

O
O
O
ω

(
竃

一a
日
巴

ゆ
冨
写

O
『
ロ
帥
巳
o

O
7
鳶
的
o
富
「
O
訂

摺

o
ω
旨

匹
巳
日
)

に
罹
患
し

て
い
た
と
の

こ
と
で
あ
る
。
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forDeathPenaltySentencing

AReviewofCasesSinceJapanv.Nagayama{1983)
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S㎝mary

InthecaseofJapanv.Nagayama{1983}theSupremeCourtarticulatedageneralstandard

fbrimposingtlledea山pen巳lty.Sincotherulingwasgenemlandabstract,however,the

standardhasnotbeenmadeclearenough.Thispapertriestowealtheconcretenessofthe

stan{㎞oncase8sincetheNagaya皿adecision.

AfterthesecasesinvestigatedhereweIeclass証iedintofourtypes,suchas血plehomicide

{includingfamilysuicide},robbery/homicide,rapeorindecentassault/homicide,and

abductionforransom/homicide,"common"standardscouldbeestablishedintheimpositionof

thedeathpenalty,butdifferentdegreesofconcretenesswerealsofound.

Sincenocase80fthedeathpenaltyfbrfamilysuicidewerefound,standardsforthe皿have

appaiendynotbeenestablishedyet.

Attheotherextreme,themostconcretestandardhasbeenestablishedfordefendantsunder

apriorlifesentence.Theyhavealwaysreceivedthedeathpenaltyforadditionalhomicides,

regardlessofthennm6erofvictims.

Thenextmostconcretestandardhasbeenestablishedforcasesinvolvingmarethanthree

victims.Theyhavemeritedcapitalpunishmentunlessthereareextraordinarilyextenuating

circumstances.

Theremainingcategoryisthemostproblematic.Thestandardsarebasedon=Adefendant

withoutaseriouscriminalcordbutwhokillsdeliberatelywithaheinousmotiveandina

verybrutalway.Casesinvolvingonevictimhavemeritedthedeathpenaltyonlyifsome

exacerbratingfactorbeyondthebasiccondidions,suchasmultilation,isfound.Caseswitha

decreeofatrocitysimilartothebasicconditionshavemeritedcapitalpunishmentiftwo

victimssreinvolved.

Sinoethestandardsremainincompletelydete皿fined,ho冊ver,fu加redevelqpmentsmustbe

watchedcarefully.


